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2019年 12月 10日 

不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書 

不動産投資信託証券発行者名 

SOSiLA物流リート投資法人 

代表者名 執行役員 矢野 正明 

（コード：2979） 

問合せ先 ＴＥＬ．03－4346－0579 

資産運用会社名 

住商リアルティ・マネジメント株式会社 

代表者名 代表取締役社長 矢野 秀樹 

１．基本情報 

（１）投資法人の上場の目的 

SOSiLA 物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、住友商事グループ（注）が有する不動産事業における知見及び開発力、並びに私募リート及び私募

ファンド等の運用を通じて蓄積したノウハウの活用により、投資主価値の最大化を追求するとともに、「人」と「社会」をつなぐ物流不動産等への投資を通じ、物流不動

産市場の発展と豊かな社会の実現に貢献することを目指します。 

（注） 「住友商事グループ」とは、住友商事株式会社（以下「住友商事」ということがあります。）並びにその子会社及び関連会社からなる企業集団をいいます。以下同じです。 

（２）コンプライアンスに関する基本方針 

本投資法人及び住商リアルティ・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、以下の考え方及び運用体制の整備を通じて、関係する法令規則を遵

守し、コンプライアンスの徹底を図っています。 

① 投資法人としてのコンプライアンスに関する基本的な考え方、留意している事項又は運用体制等の特徴

本投資法人の役員会は、執行役員 1名及び執行役員の職務の執行を監督する監督役員 2名で構成されています。2 名の監督役員は、それぞれ本投資法人及び資産運用会

社と利害関係のない公認会計士及び弁護士で構成されています。 

本投資法人の役員会は、執行役員と監督役員により構成され、少なくとも 3か月に一度開催されるものと定められています。役員会においては、執行役員による業務執

行状況等に関する報告に加え、必要に応じて資産運用会社や一般事務受託者等の役職員から業務執行状況の詳細について報告が行われます。 
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② 資産運用会社としてのコンプライアンスに関する基本的な考え方、留意している事項又は運用体制等の特徴 

ⅰ. 概要 

資産運用会社は、投資家の保護及び資産運用会社の業務の適正化を図るため、法令等の定めるところに従い、業務を遂行することを目的に、「コンプライアン

ス規程」、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」及び「リスク管理規程」を定め、法令等遵守体制を整備しています。 

具体的には、資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、

適正な運用体制を構築するため、資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当する部門としてコンプライアンス室を設置し、またコンプライアンスに

関する事項を統括する責任者としてコンプライアンス室長を任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保します。更に、コンプライアンス・リスク

管理委員会の設置及び運営により、重層的な法令等遵守体制を確立しています。 

ⅱ. 取締役会 

取締役会は、業務執行の最終責任を負う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライアンス・リスク管理委員会等における承認事項等の報告を受

けるとともに、資産運用会社のコンプライアンスに関する重要事項について決議します。 

ⅲ. コンプライアンス・リスク管理委員会 

コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役会、コンプライアンス室長及びコンプライアンス室と連携し、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」

に定める業務を担います。 

ⅳ. コンプライアンス室長 

コンプライアンス室長は、資産運用会社におけるコンプライアンスに関する事項を統括する責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、

法令等を遵守する社内の規範意識を醸成することに努めます。このため、コンプライアンス室長は、資産運用会社による本投資法人のための資産運用における

業務執行が法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても法令等の遵守状況の監視監督を行います。 

ⅴ. コンプライアンス室 

コンプライアンス室は、資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当し、後記「２． 投資法人及び資産運用会社の運用体制等 （２） 資産運用会社 

③ 投資法人及び資産運用会社の運用体制 （イ） 資産運用会社の運用体制 b. 資産運用会社の各組織の業務分掌体制」に定める業務を担います。 

ⅵ. コンプライアンスに関する社内体制 

コンプライアンス室は、各役職員等が資産運用会社内において業務運営に係る法令等違反行為又は法令等違反の可能性が高い行為を発見した場合において直ち

に報告を受けることのできる体制を整備しています。 
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（３）投資主の状況  

2019年 11月 5日現在 

氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯 
投資口口数

（口） 

比率 

（％） 

住友商事株式会社 

本投資法人のスポンサーであり、資産運用会社の 100％親会社で

す。 

資産運用会社との間では、2019 年 10 月 25 日付でスポンサーサポ

ート契約を締結しています。 

また、本投資法人は、2019年 6月 26日付で住友商事株式会社との

間で商標使用許諾契約を締結しており、住友商事株式会社は本投

資法人に対して「SOSiLA」の商標の使用を許諾しています。ま

た、本投資法人は、2019 年 10 月 25 日付で住友商事株式会社との

間でロジスティクスマネジメント契約を締結しています。更に、

本投資法人は、2019 年 10 月 25 日付で住友商事株式会社との間

で、SOSiLA 横浜港北（準共有持分 80％）について、信託受益権準

共有持分売買契約を締結しており、また、SOSiLA 春日部及び

SOSiLA 川越について、それぞれ信託受益権売買契約を締結してい

ます。 

本投資法人の設立時（2019年 6月 26日）に出資しています。 

3,000 100.00 

合計 3,000 100.00 

 

（４）資産運用会社の大株主の状況 

2019年 11月 5日現在 

氏名・名称 投資法人、資産運用会社又はスポンサーとの関係及び出資の経緯 
株数 

（株） 

比率 

（％） 

住友商事株式会社 

前記「（３） 投資主の状況」をご参照ください。 

2007 年 9 月 20 日付で資産運用会社の普通株式 60 株を取得し、

2007年 9月 21日付で資産運用会社から第三者割当てによる方法で

2,000 100.00 
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資産運用会社の普通株式 1,940株の割当てを受けています。 

合計 2,000 100.00 

 

（５）投資方針・投資対象 

① 投資方針 

（イ） 本投資法人の基本理念 

a. 本投資法人の基本理念 

本投資法人は、住友商事グループが有する不動産事業における知見及び開発力、並びに私募リート及び私募ファンド等の運用を通じて蓄積したノウハウの活

用により、投資主価値の最大化を追求します。また、本投資法人は、住友商事が開発した SOSiLA（ソシラ）シリーズに重点的に投資することにより、その事

業コンセプトである社会とのつながり（＝Sociability）・環境への配慮や持続的成長（＝Sustainability）・人と労働環境への配慮（＝Individuality）の 3 つ

のコンセプトを重視した事業精神を受け継ぎ、豊かな社会の実現に貢献するとともに、投資法人という透明性の高いスキームで、幅広い投資家に ESG（注）投

資の機会を提供し続けていきたいと考えています。 

（注） 「ESG」とは、Environment（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治）の頭文字を繋げた用語であり、企業経営や成長において、各々の観点を持った上で配慮が必要であるとの考え方を

意味します。 

 

b． スポンサーである住友商事の祖業・中核事業としての「不動産事業」 

本投資法人のスポンサーである住友商事は、1919 年に大阪港湾エリアの土地開発事業を祖業としてスタートしました。その後商社活動に進出し、総合商社と

して発展していく過程においても、不動産事業は住友商事の中核事業としてあり続け、蓄積された不動産事業における知見・ノウハウを活用して、現在もまた、

次の 100年を目指して成長し続けています。 

本投資法人は、住友商事グループから提供される物件情報並びに住友商事グループの豊富な知見及びノウハウを活用して、物件の継続的な取得と、運用資産

の価値の維持及び向上を図り、投資主価値の最大化を目指します。 

 

（ロ） 基本方針 

a． 本投資法人の成長戦略 

i． 住友商事グループのリソースの活用 

住友商事グループは、「地球環境との共生」、「地域と産業の発展への貢献」、「快適で心躍る暮らしの基盤づくり」及び「多様なアクセスの構築」を重要課

題と位置づけ、多種多様な事業を展開しています。2019 年 3 月 31 日時点において、66 か国・地域にそのビジネスを展開しており、その事業拠点数は 132

か所です。また、住友商事の公表資料によると、住友商事グループの取引先は約 100,000社（2019年 3月 31日時点）（注）にのぼります。 

本投資法人は、スポンサーである住友商事と資産運用会社との間で締結されたスポンサーサポート契約及び本投資法人と住友商事との間で締結されたロジ
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スティクスマネジメント契約に基づくサポート（詳細については、後記「（６） スポンサーに関する事項 ② スポンサーの企業グループとの物件供給や情

報提供に係る契約等の状況」をご参照ください。）を含む、住友商事グループが有するグローバルに広がる強固なビジネス基盤と多様なリソースを活用した

サポートを受けることにより成長を目指します。 

（注）住友商事において過去に取引実績のある相手先の数を記載しており、本書の日付現在において取引を行っていない相手先を含みます。以下同じです。 

 

ⅱ． 住友商事の物流不動産事業の成長とともに持続的な成長を目指す 

本投資法人は、（ⅰ）本投資法人のスポンサーである住友商事が、「総合商社×不動産デベロッパー」としての確固たる実績に基づき、SOSiLA シリーズに

代表される物流不動産等の開発を行うと共に、リーシング・サービスの提供を行い、（ⅱ）本投資法人が当該開発した物流不動産等を取得・保有することで、

SOSiLAシリーズを中心としたポートフォリオを構築し、（ⅲ）資産運用会社が私募リート及び私募ファンド等（資産運用会社が投資一任業務又は投資助言業

務を受託した私募ファンド及び事業会社をいいます。以下同じです。）の運用において蓄積した豊富な実績とノウハウを活用して当該物流不動産等を運用す

るという、3社がそれぞれの役割を担うことで互いに成長するビジネスモデルを描いています。加えて、資産運用会社は、住友商事との間でスポンサーサポ

ート契約を締結しており、当該契約に基づき、住友商事から資産運用会社に対して、本投資法人の成長に資する様々な形態でのサポートが提供され、住友

商事と資産運用会社との間の相互連携が図られる予定です。 

 

＜『総合商社×不動産デベロッパー』＋『資産運用ノウハウ』＝“多彩なシナジー” ＞ 

本投資法人は、住友商事の総合商社としての幅広い取引先及びグループ各社との結びつきを活用した土地取得力及びリーシング力、並びに、不動産デベロ

ッパーとしての立地選定・企画開発・リーシング・施設運営まで一気通貫で取り組むことができる物件開発力と、多種多様なアセットタイプの運用実績を

有する資産運用会社の知見（「資産運用ノウハウ」）と、本投資法人の資産保有機能を組み合わせることにより生じる多彩な相乗効果（シナジー）を通じた、

持続的な成長を目指します。 

具体的には、まず、不動産事業を祖業とする総合商社である住友商事は、不動産デベロッパーとして SOSiLA シリーズを含めた優良な物流不動産（後記

「② ポートフォリオ構築方針 （イ） ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準 a. 用途分散」に定義します。以下同じです。）を開発

する能力を有しています。それに加え、住友商事は、総合不動産デベロッパーと比較した場合、財閥系総合商社として、より幅広いネットワーク（取引先

及びグループ各社）を有しており、これを活かし、物件開発に留まらず、テナントに対するリーシングや、施設の運営についても、一気通貫で取り組むこ

とができるという強みを有しています。そして、このような強みは、本投資法人がスポンサーである住友商事の開発した物流不動産を取得・保有すること

で、更に活かされることになると、本投資法人は考えています。すなわち、本投資法人が「保有」機能を担うことで、スポンサーとしての住友商事は、開

発機能並びにリーシング及び施設運営に係るサポート機能に特化することが可能となり、その結果、開発ペースの加速やテナントへのサービスの提供のさ

らなる深化が見込まれます。特に、後者のサービスの提供の更なる深化は、テナントや物流不動産に関わる人々の満足度の上昇につながり、それが結果と

して、SOSiLA シリーズを含む物流不動産に関わる地域・人々全体の幸福度を高めることとなり、より豊かな社会の創造に資することができると、本投資法

人は考えています。また、多種多様なアセットタイプの運用実績を有する資産運用会社の資産運用ノウハウと、スポンサーの開発した優良な物件に対する

投資機会とを組み合わせることにより、本投資法人の保有物件のさらなる価値向上が見込まれます。 



6 

このように、住友商事が「開発」機能を、資産運用会社が私募リート及び私募ファンド等の運用において蓄積した豊富な実績とノウハウを活用した「運用」

機能を、本投資法人が「保有」機能を担うことにより、住友商事の物流不動産事業の成長とともに本投資法人が持続的な成長を果たすことで、本投資法人

の投資主価値を最大化することを目指します。 
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＜本投資法人の成長戦略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 2019年 3月 31日時点 

 

② ポートフォリオ構築方針 

（イ） ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準 

本投資法人は、本投資法人の投資主価値の最大化を目的として、中長期的な収益の安定性及び成長性を重視したポートフォリオの構築を目指すものとします。そ

のため、住友商事グループから提供される物件情報並びに住友商事グループの知見及びノウハウを活用し、投資機会の拡大とリスク分散の観点から適切な用途及び

地域並びにそれらの分散状況を勘案して、物流不動産を主たる投資対象としたポートフォリオの構築を行うものとします。 

取得に係る投資判断は、（a）当該物件が存するエリアの経済規模、立地特性（消費地、生産拠点への近接性、主要道路へのアクセス等）及び需給状態、並びに（b）

当該物件の規模・仕様、賃料水準、空室率、テナントの業種及び賃貸借契約の内容等多岐にわたる要素の分析により、当該物件の競争力や潜在的な成長性等を把握

した上で行うものとします。 
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a. 用途分散 

本投資法人は、物流不動産（注 1）及びかかる不動産を信託財産とする不動産信託受益権を主たる投資対象とし、その中でも社会とのつながり（＝

Sociability）・環境への配慮や持続的成長（＝Sustainability）・人と労働環境への配慮（＝Individuality）の 3 つのテーマを基に、新たな物流施設のあり方

（Logistic Aspect）を目指す事業コンセプトの下、開発された SOSiLA シリーズを重点投資対象とします。その他に、企業活動の基盤となるインダストリアル

不動産（注 2）及びかかる不動産を信託財産とする不動産信託受益権に投資します。ただし、物理的乃至経済的な利用形態等に照らし、複数の不動産を一体と

してみた場合の用途が、主として物流不動産又はインダストリアル不動産の用に供され、又は供されることが可能なものと評価される場合には、当該一体とし

ての複数の不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券（本投資法人の規約（以下「規約」といいます。）第 29 条第 1 項第 2号に定義されるもの

をいいます。本②において以下同じです。）を取得することができます。 

なお、用途別投資比率（注 3）の目標は以下のとおりですが、物件取得等の過程で、一時的にこの比率を超過し又は下回ることがあります。 

（注 1） 「物流不動産」とは、主として物流施設の用途に供され、又は供されることが可能であるものをいいます。以下同じです。なお、物流施設に該当する施設としては、主として物品の保管及び発送を目的と

している施設が想定されます。以下同じです。 

（注 2） 「インダストリアル不動産」とは、データセンター、通信施設、研究施設、工場、資材・車輌ヤード、空港・港湾関連施設、エネルギー関連施設、水道関連施設、自動車交通関連施設、流通・加工施設、

リサイクル施設等の用に供され、又は供されることが可能であるものをいいます。以下同じです。なお、流通・加工施設に該当する施設としては、主として商品の価値を高めるため物品に加工を施すことを

目的としている施設が想定されます。 

（注 3） 「用途別投資比率」とは、各用途に該当する各物件の取得価格の合計額を全物件の取得価格の総額で除したものをいい、用途は以下のとおり区分するものとします。 

 資産運用会社があらかじめ定める基準に基づき主たる用途と合理的に判断する用途をもって区分します。 

 単一の物件においても、それが複合施設である場合等、資産運用会社が特に必要と判断する場合には、合理的な用途別の投資比率を算出することができます。 

 本投資法人が土地のみを保有する物件について、土地上に建物が存在する場合は、当該建物の用途によって区分し、土地上に建物が存在せず、かつ、土地そのものが特定の用途に用いられている場合は、当

該土地そのものの用途によって区分します。土地上に建物が存在せず、かつ、土地そのものが特定の用途に用いられていない土地（開発予定の土地）については、当該土地の開発目的によって区分します。 

 

用途別投資比率の目標 

用途 目標投資比率（取得価格ベース） 

物流不動産 80％以上 

インダストリアル不動産 20％以下 

 

b. 地域分散 

市場規模を考慮し、関東エリア及び関西エリアへの投資を中核としつつ、投資エリアの一極集中による様々なリスク（賃貸市場の変動リスク、天災リスク等）

を軽減し、中長期的に安定した収益を確保するため、以下の地域別投資比率（注）を目標として一定の分散投資を行うものとします。ただし、物件取得等の過

程で、一時的にこの比率を超過又は下回ることがあります。 

なお、海外不動産はその他の地域に含まれるものとします。 

（注） 「地域別投資比率」とは、各地域に所在する各物件の取得価格の合計額を全物件の取得価格の総額で除したものをいいます。 
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地域別投資比率の目標 

 地域（注） 目標投資比率（取得価格ベース） 

ポートフォリオ 
関東エリア及び関西エリア 70％以上 

その他の地域 30％以下 
（注） 地域の定義は以下のとおりとします。 

 

地域 定義 

関東エリア 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬県をいいます。 

関西エリア 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県及び三重県をいいます。 

その他の地域 関東エリア及び関西エリアに該当しない都市をいい、海外の都市も含まれます。 

 

c. 保有期間・売却方針 

ⅰ. 本投資法人は、安定的収益を確保するため、原則として運用資産の短期的な売却は行わず、中長期にわたりこれを継続保有するものとします。 

ⅱ. 運用資産について、以下の（ⅰ）乃至（ⅳ）に該当する事象が発生した場合は、当該運用資産の売却を検討及び実施することができるものとします。 

（ⅰ） 以下の要素を考慮し、本投資法人のポートフォリオ構成上、売却を行うことが本投資法人の運用状況から適切であると判断される場合 

（a） 当該運用不動産の将来における収益予想、資産価値の増減及びその予測 

（b） 当該運用不動産の立地する地域分類及び地域特性の変動 

（ⅱ） 平均的な実勢価格を超える購入価格を提示する購入希望先が現れた場合等、売却を行うことが本投資法人の収益獲得に寄与する場合 

（ⅲ） 経済情勢の著しい変化又は災害等による建物の毀損、劣化、陳腐化等により、当初想定した賃貸事業収支の確保が困難となり、追加的な措置によって

も回復の見込みがないと判断される場合 

（ⅳ） 本投資法人の支払資金の調達を行う上で合理的と判断される場合 

 

d. 匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資 

不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資を行う場合は、主として以下の内容を基準にします。 

ⅰ. 不動産に関する匿名組合出資持分及び不動産対応証券の取得価格の合計が、全不動産関連資産の取得価格の総額の10％以内となること。 

ⅱ. 不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券の運用対象とされる不動産等が、本投資法人の投資方針及び投資基準に合致していること。 

 

（ロ） その他投資基準 

本投資法人は、上記のポートフォリオ構築方針の他、以下に記載の投資基準に従い、不動産関連資産に分散して投資を行います。 

a. 投資規模 

最低投資規模 本投資法人は、原則として、物流機能の集約・統合が可能な規模である、延床面積 10,000 ㎡以上の物流不動産を投資対象とします。ただ

し、規模が上記基準を満たさない場合でも、中長期的な観点から、安定した収益の確保が期待できる物流不動産については、延床面積

10,000㎡未満でも投資対象とします。 
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インダストリアル不動産については、物件特性に応じて個別に判断します。 

最高投資規模 本投資法人の総資産が安定的水準である 2,000 億円に達してからは、ポートフォリオ・マネジメントの観点から、原則として 1 件の取得

価格は総資産の 30％を上限とします。 

 

b. 個別投資基準 

立地 本投資法人は、消費地、生産拠点、交通インフラへのアクセスが良好で、労働力の確保に有利な物流不動産に投資するものとし、以下の

基準に基づき判断します。 

・交通立地の優位性（幹線道路、高速道路インターチェンジ、港湾、空港、トラック路線便ターミナル、生産拠点及び消費地との交通利

便性の高さ） 

・周辺環境の適格性（操業時間、トラック通行の可否及び労働者確保の容易性） 

・周辺地域の将来性（人口、労働者人口及び物流不動産の需給） 

・法規制、公的助成制度の有無 

インダストリアル不動産については、以下の点を考慮し、物件特性に応じて個別に判断します。 

・交通立地の優位性 

・周辺環境の適格性 

・周辺地域の将来性 

・法規制、公的助成制度の有無 

建物の状況 ・耐震性については、個別物件のPML値は原則15％以下とし、15％を超えた場合には、地震保険の付保を検討します。 

・物流不動産については、以下の点に関して個別物件の特性を精査し、これらの要素を総合的に勘案して投資対象としての適否を判断し

ます。 

ⅰ. 主要施設 

有効天井高、柱間隔、車路、床荷重、トラックバース、駐車場・トラックヤード（注）の広さ、事務所、休憩室等 
（注） 「トラックヤード」とは、トラックがトラックバースに着車する前に一時待機する場所をいいます。以下同じです。 

ⅱ. 設備 

エレベーター、垂直搬送機、空調・照明、電気通信容量、ドックレベラー（注）等 
（注） 「ドックレベラー」とは、トラックバースに着車したトラックの荷台と倉庫床の高さに差があるときに、高さの差を解消するための機械をいいます。以下同じです。 

ⅲ. 汎用性 

他テナントへの汎用性 

・インダストリアル不動産については、以下の点に関して個別物件の特性を精査し、これらの要素を総合的に勘案して投資対象としての

適否を判断します。 

ⅰ. 主要施設 

ⅱ. 設備 

ⅲ. テナントの事業との適合性 

環境への配慮 不動産の設計、施工等において、環境の負荷を減らすことについて配慮がなされており、運営管理においても資産運用会社の基準から環

境への負荷が相対的に低いと評価される不動産については、投資対象として積極的な評価をした上で、その他の要素も総合的に勘案して
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取得を決定します。 

権利関係 完全所有権の他、投資対象不動産に係る権利が区分所有権又は共有持分であっても、他の区分所有者又は共有者の属性、契約内容、持分

割合、物件の希少性及びポートフォリオ構成割合等を総合的に勘案の上、投資対象としての適否を判断します。 

また、借地又はその他の不動産の用益権又は使用権に係る物件についても、土地の賃貸人、地上権設定者又はその他の不動産の用益権若

しくは使用権の設定者の属性、借地契約の内容等を総合的に勘案の上、投資対象としての適否を判断します。 

環境・土壌関

連 

アスベスト、PCB、フロン等の有害物質や土壌汚染等の有無については、客観性及び透明性確保の観点から、外部専門家等の意見や調査

報告書を取得の上、検証を行い、周辺環境に与える影響、人体に与える影響、経済的な影響等を総合的に勘案の上、投資判断を行いま

す。 

テナント構成 物流不動産については、原則としてマルチテナントとし、テナントの分散を考慮した上で投資判断を行います。ただし、シングルテナン

トであっても、属性、信用力、業種、使用目的、賃貸借契約の条件、テナントの入替えの可能性等を総合的に勘案の上、投資を行うこと

ができます。 

インダストリアル不動産については、特定のテナントの利用のための仕様となっているケースが多いことから、当該テナントの信用力、

事業の継続性、賃貸借契約の条件等を総合的に勘案の上、投資判断を行います。 

開発案件 本投資法人は、原則として、自ら土地を取得し建物建設を行う開発型物件への投資は行わないものとします。ただし、開発中又は未稼働

の物件であっても、開発リスク、テナント確保に係るリスクへの対応がなされ、稼働後の中長期的に安定的な収益が見込まれる場合には

取得をすることができるものとします。 

 

c. 海外不動産の個別投資基準 

海外に所在する物流不動産及びインダストリアル不動産については、国内不動産の基準を参考として、当該不動産が所在する国の政治・経済情勢及び都市の

不動産マーケット動向を踏まえ投資判断を行います。なお、海外不動産への投資にあたっては、所要の体制整備が行われることを前提とします。 

 

（ハ） デュー・ディリジェンス方針 

物件の取得に際しては物理的調査、法的調査及び経済的調査等を行った上で、投資の可否を総合的に判断します。なお、物理的調査、法的調査及び経済的調査等

を実施する際には、各種第三者専門家レポート（不動産鑑定評価を含みます。）を取得するほか、以下の表に記載する項目について調査し検討することを原則としま

す。 

ただし、以下の表に記載する項目は、物件の用途・個別的特性によってその重要性が異なることがあり、本投資法人による物件の取得にあたり、全ての項目につ

いて常に調査するわけではなく、また、記載事項以外の調査を行うこともあります。 

評価項目 調査事項 

物理的調査 立地 ・接面街路の状況、主要幹線道路への系統・連続性、主要交通機関の利便性、近接性 

・周辺の土地利用状況 

・水害等の発生履歴 

・主要消費地、生産拠点、駅、高速道路インターチェンジ、交通結節点への接近性 

・物流施設立地としての法規制（用途地域、開発計画、港湾労働法等）と将来見通し 
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評価項目 調査事項 

・周辺道路との関係（交通量、幅員、規制） 

・周辺環境との適合性（近隣との関係、嫌悪施設の有無等） 

建築・設備仕様 ・竣工時期、構造、規模、設計者、施工者、法規制、建築確認手続、登記等の確認 

・専有部の間取り、形状、天井高、仕様及び共用部設備 

・建物の劣化状況（緊急修繕の必要性等） 

・耐震性、耐久性、破損状況、法令適合性及び建物維持管理費用等を含めた建物診断の実施（ERの取得） 

・建物仕様の確認（フロア面積、柱間隔、天井高、床荷重、事務室、休憩室、カフェテリアや売店等のアメニテ

ィ施設、スロープ、ランプウェイ、トラックバース、車路等） 

・設備仕様の確認（空調、照明、衛生、昇降機、電気容量、ドックレベラー等） 

・BCP設備（非常用発電機等） 

建物管理関連 ・管理会社の質及び建物管理仕様の内容 

・維持管理の状態 

・管理規約の有無及びその内容等 

・近隣住民との協定書の有無 

・施工業者からの保証及びアフターサービス内容及びその承継の可否 

耐震性・PML ・新耐震基準又はそれと同等以上の性能の確保 

・構造設計会社、建築確認検査機関の確認 

・PML値の把握（地震保険付保の検討） 

環境・土壌等 ・アスベスト、PCB、フロン等の有害物質の使用及び管理状況 

・土地利用履歴、土壌等の環境調査、土壌汚染対策法の指定区域の有無、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138

号。その後の改正を含みます。） 

・下水道法の特定施般の有無等 

・CASBEE（建築環境総合性能評価システム）等の環境関係認証の有無 

法的調査 権利関係 ・権利の態様（所有権、区分所有権、共有等） 

・担保権設定の有無とその状況 

・賃貸借契約、転貸借契約、使用貸借契約の内容 

・信託契約の内容（信託受益権の場合） 

・登記事項の確認 
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評価項目 調査事項 

・所有権、賃借権、地上権等の権利関係、共有持分・区分所有の場合における他所有者との間の取決め 

・訴訟の有無とその状況 

・その他の公法上及び私法上の制約の有無 

境界関係 ・境界確定の状況と境界確認書、境界標の有無 

・越境物の有無と、越境覚書等の締結状況、隣接地権者との紛争の有無等 

・境界確認図面と現地の実際の状況との整合性 

法令上の制限 ・関係法令、条例等の遵守状況 

・既存不適格の有無 

経済的調査 マーケット調査 ・当該物件周辺地域の物流ニーズ（荷主、3PL事業者等）の動向把握 

・賃料水準、稼働状況の推移動向の把握 

・現状の競合状況、競合物件の供給計画、開発余地の把握 

・周辺地域の都市計画、インフラ（高速道路、港湾、空港等）の将来動向 

テナント調査 ・賃貸借契約の内容（設備・費用負担区分等）、転貸、滞納の有無 

・テナントの賃借目的、用途、利用状況、遵法性の確保 

・テナントの属性（業種・業態・業界動向）、信用状況の確認 

収益性調査 ・現行賃料水準と想定市場賃料の関係と、中長期的な賃料水準見通し 

・契約更新の見通し、新規テナント誘致の競争力 

・費用水準（公租公課、管理費等）の妥当性と将来見通し 

・修繕費、更新費等の工事項目の履歴と計画、積立金の有無 

その他 取得価格 ・不動産鑑定士による鑑定評価額、取引事例等を参考に取得価格の妥当性の調査及び分析 

開発物件 ・建築中の物件の完工リスク、賃料等の経済条件、竣工後のテナントの確保の有無及び予定されているテナント

の信用リスク等の調査及び分析 

 

海外不動産への投資にあたっては、国内不動産取得の場合に必要とされる、国内での、（ⅰ）不動産鑑定評価書、（ⅱ）エンジニアリング・レポート、（ⅲ）法務デ

ュー・ディリジェンスによる調査と同等の調査を行うこととし、現地の制度に精通し、かつ信頼性ある専門家に依頼して調査結果を得るものとします。 

物件調査の体制として、取得の際のデュー・ディリジェンスにあたっては、基本的に日本の不動産に投資する場合の基準に準じ、所在国固有の法制度や実務慣行

等の特殊事情を勘案して総合的に判断した上でデュー・ディリジェンスを実施します。 
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（ニ） フォワード・コミットメント等に関する基本方針 

フォワード・コミットメント等を締結する場合において、本投資法人のポートフォリオの規模に比して多額の解約違約金を要することとなる場合には、フォワー

ド・コミットメント等締結のリスクについて、慎重に検討を行います。 

契約不履行に関する解約違約金に関して、当該解約違約金の水準が、ポートフォリオ全体の収支及び分配金水準等に与える影響を十分検証の上、慎重な投資判断

を行います。 

売買契約締結から物件引渡しまでの期間については、個別物件毎に、市場における同種取引や開発型案件等における取組みに比して妥当な期間を上限とし、当該

期間中における金融環境及び不動産市場等の変動リスクがあることを十分認識の上、慎重な検討を行うこととします。 

また、取得額の上限は、ポートフォリオ全体の規模を勘案し、過大なものとならない範囲に留めるものとします。 

決済資金の調達方法については、取得を決定する時点においては、取得額に応じた決済時の取得資金の調達方法及びその実現性を検証し、決済時においては、金

融市場、取引先金融機関との関係等の資金の調達環境の変化に応じて最適な資金調達方法を選択することとします。 

解約違約金の設定条件その他の解約条件を適切に開示する等、物件の取得中止の場合又は契約不履行の場合における本投資法人の財務への影響を明らかにします。

また、売買契約締結から物件引渡しまでの期間が 6 か月を超える場合には、保有する運用資産の継続鑑定と併せ、当該物件の鑑定評価の結果（当該物件が未竣工建

造物であり、鑑定評価を取得できない場合には、価格調査の結果）を開示します。 

先日付の買付け意向表明等を行う場合も、当該意向表明が取引への実質的な拘束力を持つ場合は、これに準じた取扱いを行うこととします。 

 

（ホ） 運営管理方針 

a. 基本方針 

運用資産の中長期にわたる資産価値の維持向上、競争力の維持向上、テナント満足度の向上と収益の安定の実現に向け、資産運用会社が培ってきた不動産運

用における知見とノウハウ、住友商事グループの知見とノウハウを活用して、運用不動産の稼働率及び収益の維持及び向上を目指し、内部成長を図るよう努め

るものとします。 

 

b. プロパティ・マネジメントに係る方針 

本投資法人は、上記 a.の基本方針に基づき、効率的かつ効果的な運営管理体制を構築することで、運用資産の物理的・機能的価値向上を図るとともに、入居

テナントの動向及びニーズを把握し、適切な対応の実施を通じて、テナントの満足度の向上とリレーションの強化を図ることで、賃料収入の維持・向上を図り、

安定的な収入の確保を目指します。そして、個別物件の運営管理計画を策定の上、適切な施設運営管理の実施と管理コストの適正化を図るとともに、中長期的

な視点から資産価値の維持・向上を図るため、必要な修繕工事及び更新工事を、費用対効果を意識して適宜実施することで、中長期的な収益安定を図ります。 

また、新規テナントリーシングにおいては、住友商事グループのネットワークを最大限活用するとともに、主要仲介会社等と定期的な情報交換を図ることで、

市場動向の掌握に基づくリーシング活動を行い、賃料発生期間と賃料水準の最大化に努めます。 
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c. プロパティ・マネジメント会社の選定方針 

本投資法人は、上記 a.の基本方針を実現し、個別物件のキャッシュフローの中長期的な極大化を目指すべく、運用不動産毎にその特性を踏まえ、最適な PM

会社等を選定し、適切な施設運営管理の実施と管理コストの適正化、賃貸収入と稼働率の維持及び向上のための賃貸営業管理及び適時適切な修繕と工事費用削

減のための工事営繕管理等を委託するものとします。 

なお、上記方針を踏まえ、住友商事グループが開発した物流不動産のプロパティ・マネジメント業務に関しては、以下の事由を十分に斟酌し、原則として、

当該物流不動産の開発・施設運営管理に参画している住商ビルマネージメント株式会社（以下「住商ビルマネージメント」ということがあります。）に委託す

るものとします。 

・物流施設のプロパティ・マネジメントは、テナントとの信頼関係の構築が極めて重要であるが、住商ビルマネージメントは、開発者である住友商事のグルー

プ会社としてプロパティ・マネジメント業務を行う中で、既に既存テナントとの信頼関係を構築しており、既存テナントとの信頼関係の強化、併せて契約の

継続と賃料水準の維持改善にも貢献できるとの相当の蓋然性が認められること。 

・賃貸募集業務に係るサポートを内容とするロジスティクスマネジメント契約を本投資法人との間で締結している住友商事との連携により、リーシングにおい

て、新規テナント営業並びに賃料発生期間及び賃料水準の最大化に貢献できるとの相当の蓋然性が認められること。 

また、住友商事グループが開発したインダストリアル不動産のプロパティ・マネジメント業務に関しては、以下の事由を十分に斟酌し、原則として、当該イ

ンダストリアル不動産の開発・施設運営管理に参画している住商ビルマネージメント、住商アーバン開発株式会社（以下「住商アーバン開発」ということがあ

ります。）又は住商建物株式会社（以下「住商建物」ということがあります。）に委託するものとします。 

・インダストリアル不動産は、特定のテナントの利用のための仕様となっているケースが多いことから、そのプロパティ・マネジメントに関しては、テナント

との信頼関係の構築が極めて重要であるが、開発者である住友商事のグループ会社としてプロパティ・マネジメント業務を行う中で、既に既存テナントとの

信頼関係を構築しており、既存テナントとの信頼関係の強化、併せて契約の継続と賃料水準の維持改善にも貢献できるとの相当の蓋然性が認められること。 

本投資法人は、住商ビルマネージメント、住商アーバン開発及び住商建物以外のプロパティ・マネジメント会社に業務委託を行う場合には、以下の項目に掲

げる内容を総合的に考慮し、適切な委託先を選定します。 

・業歴、社会的属性、財務体質及び組織体制 

・物件所在地域の不動産市場に関する知識及び経験 

・物件に関する精通度合い及びテナントとの関係 

・新規テナントの募集能力 

・物件に関するレポーティング能力 

 

d. 損害保険等付保方針（火災、地震） 

火災等の災害及び事故等による建物の損害及び賃貸収入の減少並びに対人対物事故による第三者からの損害賠償請求に対応するため、運用不動産毎に適切な

損害保険（火災保険、利益保険及び賠償責任保険等）の付保等の措置を講じるものとします。 

地震保険の付保の要否については、前記「(ロ) その他投資基準 b.個別投資基準 建物の状況」に記載のとおり、個別物件の PML 値が 15％を超えた場合に

検討を行うものとし、地震発生時に予想される個別物件及びポートフォリオ全体に与える影響と負担すべき保険料の収益に及ぼす影響等を検討の上決定します。 

e. 運用計画等の策定 
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ⅰ. 本投資法人の営業期間毎に年度運用管理計画（ポートフォリオ全体の収支予算及び物件別収支計画により構成するもの）を策定し、計画的な資産運用を

行います。 

ⅱ. 一般社団法人投資信託協会（以下「投信協会」といいます。）の規則に基づき、資産管理計画書を策定します。 

ⅲ. 収支実績を随時検証し、月次又は期中の収支予算と実績に著しい乖離が見られる等、計画の見直しが必要と判断される場合には、速やかに修正計画を策

定します。 

ⅳ. 物件の取得又は売却、市場環境の変化等、物件やポートフォリオの状況に大きな変化が生じた場合についても、適宜、各計画の修正や見直しを行います。 

ⅴ. 年度運用管理計画の策定及び変更は上場リート事業部により、資産管理計画書の策定及び変更はリートマネジメント部により、コンプライアンス室長に

対し、審査・承認申請され、コンプライアンス室長が法令等（資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、

投信協会、一般社団法人投資顧問業協会その他の自主規制機関の諸規則、本投資法人の規約、資産運用会社の定款及び社内規程並びにこれらに基づき資

産運用会社が締結した諸契約（資産運用委託契約を含みます。）等をいいます。）の遵守、その他コンプライアンスに関連する問題（以下「コンプライア

ンス上の問題」といいます。）の有無について審査・承認し（コンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題について検討するためにコンプライアン

ス・リスク管理委員会に付議する必要があると判断した場合、コンプライアンス室長はコンプライアンス・リスク管理委員会を招集し、コンプライアン

ス・リスク管理委員会においてコンプライアンス上の問題の有無を審議します。）、上場リート投資委員会における審議・決議を経た上で、最終的に決定

されます。 

ⅵ. 各計画は、以下に記載の対象期間毎に、以下に記載の策定時期に策定します。 

対象計画 対象期間 策定時期 

（1）年度運用管理計画 1年間 

毎年12月1日から翌年11月末日まで（12月1日から始まる2営

業期間を対象とします。）及び毎年6月1日から翌年5月末日ま

で（6月1日から始まる2営業期間を対象とします。） 

ただし、第1期及び第2期に係る年度運用管理計画は、本投資

法人成立の日から第2期末日までを対象とします。 

毎年5月及び11月末日までに本投資法人に提出 

ただし、第1期及び第2期に係る年度運用管理計画は、運用開

始までに策定します。 

（2）資産管理計画書 10年間 毎年5月末日及び11月末日までに本投資法人に提出 

 

f. 海外不動産への投資に対する運用管理方針等 

管理・運営にあたっては、現地の事情に精通した信頼のおけるプロパティ・マネジメント会社への委託が可能となる体制を構築します。 

管理方針及びその管理体制として、国内のプロパティ・マネジメント会社選定基準に準じて現地のプロパティ・マネジメント会社の選定を行い、必要に応じ、

住友商事グループの海外現地法人等のサポートを受けつつ管理・運営を行うものとします。 

 

（ヘ） 財務方針 

a. 基本方針 

本投資法人は、中長期の安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長による投資主価値の最大化の実現のために、安定的かつ機動的な財務戦略を立案し、

実行することを基本方針とします。 
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b. エクイティ・ファイナンス 

本投資法人が投資口の発行を行う場合、役員会の承認を得るものとします。投資口の新規発行については、新たな不動産関連資産の取得時期、全運用資産を

規約第 33 条に記載の方法で評価した価格の合計金額に占める LTV（注）、分配金への影響、経済環境等を総合的に勘案し、投資口の希薄化に十分に配慮した上

で判断を行うものとします。 

（注） 「LTV」とは、本投資法人の貸借対照表上の資産総額のうち有利子負債総額（借入金額、投資法人債発行額及び短期投資法人債発行額の合計）の占める割合をいいます。以下同じです。 

 

c. デット・ファイナンス 

本投資法人が資金の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、規約第 34条を遵守し、中長期にわたり安定的かつ調達コストを抑えた適正な条件による資金調

達を行います。有利子負債に占める長期の有利子負債の残高や、固定金利（デリバティブ取引による金利固定化を含みます。）の有利子負債の割合、返済期限

の分散、調達先等を総合的に勘案し、財務の安定性を確保します。 

借入金及び投資法人債発行の限度額はそれぞれ 1兆円とし、その合計額は 1兆円を超えないものとします。 

ⅰ. 借入先 

資金の借入先は、（金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）（以下「金融商品取引法」といいます。）に規定する適格機関投資

家（ただし、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）第67条の15に規定する機関投資家に該当する者に限ります。）からの借

入れに限定します。なお、安定的な資金調達ルートの確保のため、信用力や実績等を総合的に勘案し、安定的な取引を継続することが可能な借入先を選

定するとともに、特定の借入先に集中せず、運用資産の規模の拡大に伴い借入先の分散・拡大を検討します。 

ⅱ. LTV 

本投資法人のLTVの上限は60％とします。ただし、物件の取得等に伴い、一時的に60％を超えることは妨げないものとします。 

ⅲ. コミットメントライン等の融資枠の設定 

本投資法人は将来の物件の追加取得等に係る資金の安定的かつ機動的な調達を目的として、コミットメントライン契約等の融資枠の設定を行うことがあ

ります。 

ⅳ. デリバティブ取引 

本投資法人は、借入金から生じる金利変動リスク等をヘッジすることを目的として、デリバティブ取引を行うことがあります。 

ⅴ. 担保 

本投資法人の借入れは、原則として、無担保とするものの、金融環境や経済条件等を考慮し、運用資産を担保として提供することがあります。 

 

d. 利益超過分配 

本投資法人が主たる投資対象とする物流不動産は、他アセットと比較して一般的に土地建物価格に占める建物価格比率が高く減価償却費が大きい一方、建物

価格に占める設備割合が低く資本的支出が限定的との特性を有しています。こうした物流不動産の特性を踏まえ、本投資法人は、効率的なキャッシュマネジメ

ント及び安定的な分配金水準を確保する為、一定のルールのもと利益超過分配を実施し、投資主価値の最大化に努めることとします。 
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本投資法人は、当面の間、対象営業期間の減価償却費の 30％相当額を利益超過分配金額の目途とし、毎期継続的に利益超過分配を実施することを原則としま

す。ただし、経済環境、不動産市場等の動向、保有資産の状況、本投資法人の LTV 水準、財務状況等を総合的に勘案し、利益を超えた金銭の分配を実施しない

場合もあります。 

また、継続的な利益超過分配に加え、新投資口発行等の資金調達や大規模な修繕等により投資口の希薄化又は多額の費用が発生し、一時的に 1 口当たり分配

金の水準が一定程度減少することが見込まれる場合には、1 口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。ただし、

継続的な利益超過分配と合わせて対象営業期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前営業期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除

した額の 60％に相当する金額を上限とします。 

 

e. 自己投資口の取得 

本投資法人は、資本効率の向上と投資主還元のため、財務、資本政策の一環として自己投資口の取得及び消却を実施できるものとします。なお、経済環境や

市場状況に加え、本投資法人の投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況等を総合的に勘案し、中長期的な投資主価値の向上に資するかを慎重に判断した

上で実施するものとします。 

 

（ト） 投資主への開示方針 

資産運用会社は、本投資法人について、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）、

金融商品取引法等の法令、東京証券取引所の諸規則、投信協会の諸規則等の要請する内容及び様式に従って、資産運用会社の社内規程である情報等開示規程に基づ

いて、迅速かつ正確な情報開示を行います。また、情報の透明性及び分かりやすさに配慮し、法定開示以外の情報の開示も可能な限り実施します。 

 

③ 投資対象 

投資対象とする資産の種類は、以下のとおりです。 

（イ） 本投資法人は、前記「① 投資方針 （ロ） 基本方針」に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します（規約第29条第1項乃至第3項）。 

a. 次に掲げる各資産（以下、総称して「不動産等」といいます。） 

ⅰ. 不動産 

ⅱ. 不動産の賃借権 

ⅲ. 地上権 

ⅳ. 外国の法令に基づく前ⅰ.、ⅱ.又はⅲ.に掲げる資産 

ⅴ. 前ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産を信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。） 

ⅵ. 前ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 

ⅶ. 不動産に関する匿名組合出資持分（当事者の一方が相手方の行う前ⅰ.乃至ⅵ.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を

主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。） 
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ⅷ. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 

ⅸ. 外国の法令に準拠して組成された前ⅴ.乃至ⅷ.に掲げる資産と同様の性質を有する資産 

ⅹ. 投信法第194条第2項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産の全てが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人（外国金融

商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除きます。）が発行する株式又は出資 

 

b. 資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの（なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示さ

れるべき権利を含むものとします。）（以下「不動産対応証券」といい、不動産等と不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称します。） 

ⅰ. 優先出資証券（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。）（以下「資産流動化法」といいます。）に定める優先出資

証券をいいます。） 

ⅱ. 投資信託の受益証券（投信法に定める受益証券をいいます。） 

ⅲ. 投資法人の投資証券（投信法に定める投資証券をいいます。） 

ⅳ. 特定目的信託の受益証券（資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。）（前a.ⅴ.、ⅵ.及びⅷ.に該当するものを除きます。） 

ⅴ. 外国の法令に準拠して組成された前ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産と同様の性質を有する資産 

 

（ロ） 本投資法人は、不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資します。 

a. 特定資産のうち次に掲げるもの（なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。） 

ⅰ. 預金 

ⅱ. コールローン 

ⅲ. 国債証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。） 

ⅳ. 地方債証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。） 

ⅴ. 特別の法律により法人の発行する債券（金融商品取引法に定めるものをいいます。） 

ⅵ. 特定社債券（資産流動化法に定めるものをいいます。） 

ⅶ. 社債券（金融商品取引法に定めるものをいいます。） 

ⅷ. 譲渡性預金証書 

ⅸ. 貸付信託の受益証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。） 

ⅹ. コマーシャル・ペーパー（金融商品取引法に定めるものをいいます。） 

xⅰ. 金銭債権（投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法施行令」といいます。）に定め

るものをいいます。） 

xⅱ. 株券（金融商品取引法に定めるものをいいます。） 

xⅲ. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で前ⅲ乃至ⅶ、ⅸ、ⅹ又はⅹⅱに掲げる証券又は証書の性質を有するもの 
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xⅳ. 海外不動産保有法人に対する金銭債権 

xⅴ. 信託財産を主として前ⅰ乃至ⅹⅳに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 

xⅵ. 有価証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。ただし、前ⅰ乃至ⅹⅴに該当するものを除きます。） 

b. デリバティブ取引に係る権利（投信法施行令に定めるものをいいます。） 

c. 再生可能エネルギー発電設備（投信法施行令に定めるものをいいます。） 

d. 公共施設等運営権（投信法施行令に定めるものをいいます。） 

 

（ハ） 本投資法人は、前記（イ）乃至（ロ）に定める特定資産のほか、不動産関連資産に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等を取得することができ

ます。 

a. 商標法（昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。）に基づく商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権 

b. 著作権法（昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。）に基づく著作権等 

c. 動産（再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。） 

d. 温泉法（昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。）において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等 

e. 特定出資（資産流動化法に定めるものをいいます。） 

f. 民法（明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。）上の組合の出資持分（前（ロ）ⅹⅵに定める有価証券に該当するものを除きます。） 

g. 各種の保険契約及びそれに基づく権利又は利益 

h. 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。）に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権（温室効

果ガスに関する排出権を含みます。） 

i. 地役権 

j. 規約の定めに基づき本投資法人が投資を行う国又は地域の法令に基づいて組成される権利等（当該国又は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を

主たる投資対象とする信託の受益権と同様又は類する性質を持つ権利等を含みます。ただし、前各号に該当するものを除きます。） 

k. 国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式（その他の出資を含みます。ただし、前各号に該当

するものを除きます。） 

l. 上記のほか、不動産関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利 

 

（ニ） 本投資法人は、前記（イ）乃至（ハ）のほか、投資法人の組織運営に伴い保有が必要となるその他の権利及び資産を取得することができます。 

 

 

（５）－２ テナントの選定基準に関する事項 

賃貸借契約の内容（設備・費用負担区分等）、転貸、滞納の有無、テナントの賃借目的、用途、利用状況、遵法性の確保、テナントの属性（業種・業態・業界動向）、信
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用状況・財務状況等を総合的に判断した上で決定します。 

 

（５）－３ 海外不動産投資に関する事項 

本書の日付現在で本投資法人が取得を予定している海外の不動産はありません。 

 

（６）スポンサーに関する事項 

① スポンサーの企業グループの事業の内容 

住友商事グループは、長年培ってきた信用、国内外のグローバルネットワーク、あらゆる分野の取引先とのグローバルリレーション、知的資産といったビジネス基盤と、

ビジネス創出力、ロジスティクス構築力、金融サービス提供力、IT 活用力、リスク管理力、情報収集・分析力といった機能を統合することにより、顧客の多様なニーズ

に応え、多角的な事業活動をグローバル連結ベースで展開しており、不動産事業に関しては、ビル・商業施設・住宅・物流施設・ファンドの運営等の不動産事業を推進し

ています。 

本投資法人は、かかる住友商事グループが有するグローバルに広がる強固なビジネス基盤と多様なリソースを活用したサポート、並びに、住友商事、資産運用会社及び

本投資法人それぞれの機能を組み合わせることによる相乗効果を通じて、持続的な成長を目指します。本投資法人と住友商事グループとの関わりの詳細については、前記

「（５） 投資方針・投資対象 （ロ） 基本方針 a． 本投資法人の成長戦略」をご参照ください。 

また、住友商事グループの事業の内容の詳細については、住友商事の「有価証券報告書（第 151 期） 第一部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」を、住友

商事グループの子会社及び関連会社の状況の詳細については、「有価証券報告書（第 151期） 第一部 企業情報 第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」をご参照くださ

い。 

 

② スポンサーの企業グループとの物件供給や情報提供に係る契約等の状況 

住友商事と資産運用会社との間のスポンサーサポート契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）の概要は、以下のとおりです。 

サポート

の内容 

ⅰ. パイプラインサポート（優先交渉権の付与） 

（ⅰ） 住友商事は、自らが保有（信託受益権等による保有を含みます。以下本表において同じです。）し（住友商事が匿名組合出資、優先

出資その他の手法により、出資する特別目的会社が対象不動産（本投資法人の投資基準を満たす不動産又は当該不動産に係る不動産信

託受益権その他の資産をいいます。以下同じです。）を保有する場合を含みます。）、住友商事の生活資材・不動産本部が所管する対象

不動産（生活資材・不動産本部の物流施設事業部が通常の業務遂行過程で情報を入手できないものを除きます。）を売却しようとする

場合、第三者に売却を申し入れる前に、資産運用会社に対して売却を申し入れるものとし、資産運用会社が取得を希望する場合には、

資産運用会社に対して優先交渉権を付与するものとします（注）。 

 

（注）以下の場合には、優先交渉権は付与されません。 

（a） 住友商事が行政機関の要請に基づいて対象不動産を売却する場合。 
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（b） 住友商事が、本契約締結前に締結済の第三者との契約に基づき、当該第三者に対して優先交渉権を付与している又は付与すること

を要する場合。 

（c） 住友商事が本投資法人以外の特定の第三者への売却を前提に、対象不動産の開発を開始又は取得した場合。 

（d） 対象不動産の共有者等、対象不動産の優先交渉権の付与に関し利害関係を有する関係者から、優先交渉権の付与について同意が得

られない場合。 

（e） その他、対象不動産に関して優先交渉権を付与することができないことについてやむを得ない事情が存在する場合。 

（ⅱ） 本契約に基づく、優先交渉権の付与及びその後の交渉等に係る詳細フローは以下のとおりです。 

（a） 住友商事は資産運用会社に対し、対象不動産について売却する意向である旨を通知します。 

（b） 上記（a）に定める通知を受けた場合、資産運用会社は、通知を受けた日（当日を含みます。）から 10 営業日が経過するまでに、

住友商事に対し、取得の意向である旨を通知するものとします。 

（ⅲ） 住友商事は、上記（ii）（a）の通知を受けた日（当日を含みます。）から 20営業日が経過するまでの期間（以下、本表において「条

件協議期間」といいます。）中、当該対象不動産の売却に関し、資産運用会社と誠実に協議を行うものとし、資産運用会社以外の第三

者と売却に向けた協議を行わないものとします。 

（ⅳ） 条件協議期間を経過しても上記（ⅲ）に定める協議が合意に至らない場合で、住友商事が引き続き協議を行うことを希望する場合、

条件協議期間を延長することができます。 

（ⅴ） 条件協議期間（上記（ⅳ）に基づく延長後の条件協議期間を含みます。）を経過しても上記（ⅲ）に定める協議が合意に至らない場

合には、住友商事は、第三者に対して対象不動産を売却することができます。 

 

ⅱ. 売却情報の優先提供 

住友商事の生活資材・不動産本部は、住友商事以外の第三者が保有する既開発の物流不動産に係る売却情報（対象不動産の売却に関する情報を

いいます。）を取得した場合、当該情報を、資産運用会社に対し、第三者に優先して提供するよう努力する義務を負います。 

 

ⅲ. ウェアハウジング機能の提供 

資産運用会社は、将来における本投資法人による物件取得を実現するために、第三者が保有又は運用する対象不動産について、本投資法人への

譲渡を前提とする取得及び保有を、住友商事に依頼することができるものとし、住友商事は、当該依頼があった場合、資産運用会社と誠実に協

議を行うものとします。 

 

ⅳ. 保有資産の再開発のための売却 

（ⅰ） 資産運用会社は、相応の築年数が経過し、再開発の必要性を認めた本投資法人の保有資産を売却しようとする場合、住友商事に対し

て、当該保有資産の買取りを要請することができるものとします。 
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（ⅱ） 資産運用会社は、本投資法人が保有する不動産のうち、住友商事が開発したもの又は住友商事から取得したものを売却しようとする

場合、第三者に売却を申し入れる前に、住友商事に対して売却を申し入れるものとし、住友商事が取得を希望する場合には住友商事に

対して優先交渉権を付与するものとします。 

 

ⅴ. 賃料固定型マスターリース契約の締結 

資産運用会社は、住友商事に対し、必要に応じて、本投資法人の保有資産について賃料固定型のマスターリース契約を締結することを検討する

よう申し入れることができ、住友商事はかかる申入れがあった場合、当該申入れについて誠実に検討するものとします。 

 

ⅵ. セイムボート出資 

住友商事は、本投資法人の投資口に関して、以下の事項を資産運用会社に対して表明します。 

（ⅰ） 本投資法人の投資口の東京証券取引所が開設する J-REIT市場への上場時点において、本投資法人の発行済投資口数の 5％程度を保

有すること。 

（ⅱ） 本投資法人が新たに投資口を発行する際に、本投資法人からの要請があった場合は、当該投資口の一部を自らにおいて取得すること

を誠実に検討すること。 

（ⅲ） 本投資法人の投資口を取得する場合には、取得した投資口について、当面の間、保有するように努めること。 

 

ⅶ. 人材確保に関する協力 

住友商事は、資産運用会社の運営に関して必要であるとして資産運用会社から要請された場合に、当該要請に応じて必要とされる人材を資産運

用会社に出向させる等、必要とされる人材の確保に合理的な範囲で最大限協力します。 

 

ⅷ. その他スポンサーサポート 

住友商事は、資産運用会社に対して、資産運用会社の要請に応じ、以下に掲げるサポートを行います。 

（ⅰ） 物流不動産に関連する情報（物流不動産開発、テナント及び荷主等の動向）の提供 

（ⅱ） 物流不動産のバリューアップ・再開発等に関する専門的知見の提供 

（ⅲ） 資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の必要な支援 

（ⅳ） 投資法人が保有する不動産に関して締結された PBM（プロパティ・マネジメント／ビルマネジメント）契約における受託者の監督・

指導 

（ⅴ） その他上記に付随する業務 

期間 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 5年間とします。 

更新 本契約は、有効期間満了日の 3 か月前までにいずれかの本契約当事者が更新しない旨を文書で通知した場合を除き、同一の内容で更に 5 年間有
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効なものとして更新されるものとし、以後も同様とします。 

解約 本契約は、住友商事、本投資法人若しくは資産運用会社のいずれかが解散した場合、資産運用会社が住友商事の子会社でなくなった場合、資産

運用会社が投資運用業登録を有する金融商品取引業者ではなくなった場合又は資産運用会社が本投資法人の資産を運用する資産運用会社ではな

くなった場合は、本契約の有効期間にかかわらず、当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとします。 

変更等 本契約の規定は、本契約当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。 

報酬 住友商事及び資産運用会社は、スポンサーサポート契約において住友商事が提供することとされている業務について住友商事に報酬を支払いま

せん。 

 

住友商事と本投資法人との間のロジスティクスマネジメント契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）の概要は、以下のとおりです。 

サポート

の内容 

本投資法人は、本投資法人が保有（信託受益権等による保有を含みます。）する本契約に定める不動産について、以下に定めるリーシング業務

及びテナントマネジメント業務を住友商事に委託し、住友商事はこれを受託します。 

ⅰ.  リーシング業務一覧 

（ⅰ） 新規テナント候補先への営業活動 

（ⅱ） 募集のための広告宣伝の実施 

（ⅲ） テナント候補現地案内 

（ⅳ） 誘致活動（仲介業者との調整） 

（ⅴ） 貸室申込書取得 

（ⅵ） 賃貸条件の折衝窓口及び貸付伺いの作成 

（ⅶ） 賃貸借契約締結の取次 

（ⅷ） 更新折衝窓口 

（ⅸ） 賃貸借契約書案その他の関連文書の作成 

（ⅹ） その他上記に付随する業務 

ⅱ.  テナントマネジメント業務一覧 

（ⅰ） テナント審査サポート 

（ⅱ） 募集条件の内容作成 

（ⅲ） 入居関連工事の取次 

（ⅳ） 賃料改定折衝窓口 

（ⅴ） 既存テナントへの訪問及び既存テナントとの面談 

（ⅵ） 既存テナントの拡張・縮小等のニーズの把握及び対応 

（ⅶ） マーケティング資料作成、プロモーション・イベント企画開催 
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（ⅷ） 既存テナントへの物流効率化ソリューションの提案 

（ⅸ） 空室発生時や既存テナントの契約期間満了を見据えてのリーシング方針及び計画の策定 

（ⅹ） その他上記に付随する業務 

期間 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 5年間とします。 

更新 本契約は、有効期間満了日の 3 か月前までにいずれかの本契約当事者が更新しない旨を文書で通知した場合を除き、同一の内容で更に 5 年間有

効なものとして更新されるものとし、以後も同様とします。 

解約 本契約は、住友商事、本投資法人若しくは資産運用会社のいずれかが解散した場合、資産運用会社が住友商事の子会社でなくなった場合、資産

運用会社が投資運用業登録を有する金融商品取引業者ではなくなった場合又は資産運用会社が本投資法人の資産を運用する資産運用会社ではな

くなった場合は、本契約の有効期間にかかわらず、当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとします。 

変更等 本契約の規定は、書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。 

 

住友商事と本投資法人との間の商標使用許諾契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）の概要は、以下のとおりです。 

契約の内容 住友商事は本投資法人に対し、本契約の対象となる「SOSiLA」の商標（以下、本表において「本件商標」といいます。）について、その指定

役務及び適用法令の範囲内における通常使用を許諾します。 

期間 2019年 6月 26日から 2029年 6月 25日まで（以下、本表において「使用期間」といいます。） 

更新 本契約は、使用期間満了の 6 か月前までに、住友商事又は本投資法人から相手方への特段の意思表示がない限り、同一の条件で 2 年間更新

され、以後も同様とします。 

解約 ⅰ. 住友商事及び本投資法人は、相手方に以下の事由が生じた場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。 

（ⅰ） 手形又は小切手が不渡となったとき 

（ⅱ） その財産に対する差押、強制執行、競売等の申立があったとき 

（ⅲ） 支払の停止があった場合、又は破産、会社更生、民事再生の各手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続

の申立を自ら行ったとき、若しくは申立てられたとき 

（ⅳ） 解散を決議したとき 

（ⅴ） 公租公課を滞納し若しくは滞納処分を受け、又は滞納処分を受けるべき事由が生じた場合 

（ⅵ） 本契約の条項に違反した相手方が、書面による催告を受領した後 1か月後以内にかかる違反を治癒しなかった場合 

ⅱ. 住友商事は、本投資法人に以下の事由が生じた場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。 

（ⅰ） 本件商標の使用が適用法令等に違反し、住友商事が本投資法人に書面により違反の是正を勧告した後 1か月以内に当該違反が

治癒されない場合 

（ⅱ） 住友商事及びその連結子会社以外の特定の第三者が、本投資法人の投資ロの過半数を直接又は間接に保有することとなった場

合、その他本投資法人の支配権を住友商事以外の特定の第三者が取得した場合 
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（ⅲ） 本投資法人と資産運用会社との間の 2019年 6月 26日付「資産運用委託契約書」（その後の変更を含みます。）が終了した場合 

（ⅳ） 住友商事が資産運用会社の主要株主でなくなった場合等、住友商事において本投資法人による本件商標の使用が適切でないと

判断した場合 

ⅲ. 住友商事及び本投資法人は、それぞれ、自己又は自己の役員（取締役、監査役、執行役員及び監督役員をいいます。）が、（ⅰ）暴力

団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員•暴力団準構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社

会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者でないこと、（ⅱ）暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力

行為、風説流布•偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと（第三者を利用して行う場合を

含みます。）を表明し、保証する。住友商事又は本投資法人が本（ⅰ）及び（ⅱ）に一つでも違反した場合、その相手方は、何らの催

告なく直ちに本契約を解除することができます。 

変更等 該当事項はありません。 

使用料 本件商標の使用料は無償とします。 

 

③ スポンサーの企業グループと投資法人の投資対象の棲分け、あるいは、重複の状況 

住友商事グループは、不動産開発事業や不動産賃貸事業を営んでおり、かかる事業の対象となる不動産には本投資法人の投資基準を満たす不動産又は当該不動産に係る

不動産信託受益権その他の資産も含まれますが、前記「（５） 投資方針・投資対象 （ロ） 基本方針 a． 本投資法人の成長戦略 ii. 住友商事の物流不動産事業の成

長とともに持続的な成長を目指す」に記載のとおり、住友商事が「開発」機能を、資産運用会社が私募リート及び私募ファンド等の運用において蓄積した豊富な実績とノ

ウハウを活用した「運用」機能を、本投資法人が「保有」機能を担うこととされており、住友商事と本投資法人との間で競合が生じる可能性は限定的と考えられます。実

際、本投資法人の投資基準を満たす不動産又は当該不動産に係る不動産信託受益権その他の資産であって、住友商事が保有し、住友商事の生活資材・不動産本部が所管す

るものについては、住友商事は、スポンサーサポート契約に基づき、第三者に売却を申し入れる前に、資産運用会社に対して売却を申し入れるものとし、資産運用会社が

取得を希望する場合には資産運用会社に対して優先交渉権を付与するものとされていることから、本投資法人と住友商事グループとの間で競合が生じる可能性は限定的で

あると考えられます。また、住友商事が、住友商事以外の第三者が保有する既開発の物流不動産に係る売却情報を取得した場合についても、スポンサーサポート契約に基

づき、住友商事は、当該情報を、資産運用会社に対し、第三者に優先して提供するよう努力する義務を負うとされていることからも、本投資法人と住友商事グループとの

間で競合が生じる可能性は限定的であると考えられます。 

また、資産運用会社は、本投資法人以外に SC リアルティプライベート投資法人及び私募ファンド等の資産運用を受託しており、本投資法人、SC リアルティプライベー

ト投資法人及び私募ファンド等の間では、物流不動産及びインダストリアル不動産が投資対象として重複していますが、資産運用会社においては、本投資法人設立にあた

り、SC リアルティプライベート投資法人及び私募ファンド等とのアセットタイプの重複による利益相反を避けるため、本投資法人の資産の運用を所管する部門に優先的

に物流不動産・インダストリアル不動産の物件情報が提供されるローテーションルールを設定しています。 
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２．投資法人及び資産運用会社の運用体制等 

（１）投資法人 

① 投資法人の役員の状況（2019年 11月 5日現在） 

役職名 氏 名 主要略歴 選任理由 

執行役員 矢野 正明 1990年 4月 住友商事株式会社 建設不動産本部 ビル

事業部 

本投資法人の資産の運用を行う資産運用会

社において、過去には私募リートの運用責

任者を務めた経験があり、実績は十分で、

また、現在は資産運用会社の取締役上場リ

ート事業部長であることから、投資法人の

執行役員を兼務することにより、投資法人

役員会への的確な報告及び投資主に対する

正確かつ十分な説明を行うことが可能であ

ると期待されるため。 

1994年 10月 同社 建設不動産本部 海外不動産事業部 

1995年 9月 同社 建設不動産本部（ジャカルタ駐在） 

P.T.SUMMITMAS PROPERTY事務従事 

1999年 5月 同社 建設不動産本部 ビル事業部 

2003年 4月 同社 建設不動産本部 ビル事業部長付

（東京） 

兼 エス・シー・プロパティーズ株式会社

事務従事 

2004年 6月 同社 建設不動産本部 ビル事業部長付

（ニューヨーク） 

2005年 9月 米州住友商事会社 SCOA 生活産業グループ

（ニューヨーク） 

2007年 9月 米州住友商事会社事務従事 SCOA 生活産業

グループ（アトランタ） 

兼 同社アトランタ店長 

2009年 4月 北米住友商事グループ 北米生活産業グル

ープ（アトランタ） 

米州住友商事会社事務従事 同社アトラン

タ店長 

2010年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役投資営業部長 

2011年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役投資営業第一部長 
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2013年 10月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役資産運用部長 

2015年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役リート事業部長 

2017年 4月 住友商事株式会社 生活資材・不動産本部 

不動産戦略事業部長付（東京） 

2019年 3月 同社 生活資材・不動産本部 不動産投資

開発事業部長付（東京） 

兼 住商リアルティ・マネジメント株式会

社社長付 

2019年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役 

2019年 6月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役上場リート事業部長（現任） 

2019年 6月 本投資法人 執行役員（現任） 

補欠執行役員 松本 展彦 1986年 4月 住友商事株式会社 建設不動産本部 東京

建設第一部（東京） 

本投資法人の資産の運用を行う資産運用会

社において、過去には私募ファンドの投資

運用責任者を務めた経験があり、実績は十

分で、不測の事態が生じた際には、執行役

員としての職務を即時に遂行するに足る能

力を有すると判断されるため。 

1995年 5月 同社 建設不動産本部 大阪建設部（大

阪） 

1997年 4月 同社 建設不動産本部 大阪建設部長付

（大阪） 

1999年 10月 同社 建設不動産本部 大阪開発建設部長

付（大阪） 

2005年 4月 同社 建設不動産本部 大阪住宅・都市事

業部長付（大阪） 

2006年 3月 同社 建設不動産本部 住宅・都市事業部

長付（大阪） 兼 大阪不動産建設部長付 

2007年 9月 同社 建設不動産本部 不動産戦略事業部

長付（大阪） 兼 大阪不動産建設部長付 
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2008年 4月 同社 建設不動産本部 不動産戦略事業部

長付（大阪） 

2011年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役投資運用第二部長 

2013年 10月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役投資営業部長 

2014年 4月 住友商事株式会社 生活資材・不動産本部 

不動産戦略事業部長付（大阪） 

2016年 4月 同社 生活資材・不動産本部 不動産戦

略事業部長付（大阪） 

兼 大阪不動産建設部長付 

2018年 4月 同社 生活資材・不動産本部 不動産投資

開発事業部長付（大阪） 

2019年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取

締役（現任） 

監督役員 堂場 学 1997年 4月 住友金属工業株式会社 

鹿島製鉄所 総務部 グループ事業室 

会計の専門家（公認会計士）としての知識

と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の

監督を行うことが期待されるため。 2002年 10月 新日本監査法人東京事務所 監査第四部 

2006年 5月 公認会計士登録 

2006年 7月 同法人 金融サービス部 

2015年 7月 同法人 アカウンティング・ソリューション

事業部 FIDS 

2017年 8月 堂場公認会計士事務所 所長（現任） 

2018年 3月 株式会社キッズコーポレーションホールデ

ィングス 社外監査役（非常勤）（現任） 

2019年 6月 本投資法人 監督役員（現任） 

監督役員 緑川 芳江 2007年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 法律の専門家（弁護士）としての知識と経

験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督2008年1月 森・濱田松本法律事務所 
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2014年9月 シンガポール Allen & Gledhill 法律事務所

（出向） 

を行うことが期待されるため。 

2015年1月 ニューヨーク州弁護士登録 

2016年10月 Freshfields Bruckhaus Deringer 法律事務

所 

2017年10月 のぞみ総合法律事務所オブ・カウンセル 

2019年1月 三浦法律事務所設立パートナー（現任） 

2019年6月 株式会社アイ・ピー・エス 社外監査役

（非常勤）（現任） 

2019年6月 本投資法人 監督役員（現任） 

 

② 投資法人執行役員の資産運用会社役職員との兼職理由及び利益相反関係への態勢 

氏 名 資産運用会社の役職名 兼職理由 利益相反関係への態勢 

矢野 正明 取締役 資産運用会社の取締役が本投資法人の執行役員を兼

務することによって資産運用会社と本投資法人との

連携がより一層強化されるものと考えます。  

また、兼職により本投資法人の役員会への機動的か

つ的確な報告が可能となることにより業務運営の効

率化を促進でき、同時に実態に即した詳細な審議に

基づく経営判断及び意思決定を行うことができるも

のと考えます。 

本投資法人と資産運用会社との取引関係は資産運用

業務の委託のみですが、当該委託契約の変更又は解

約等については投信法若しくは当該委託契約の条項

により、役員会又は投資主総会の承認を受けること

とされており、更に本投資法人の役員会規程におい

て特別の利害関係を有する役員は、役員会の議決に

参加できないこととしています。なお、投資法人の

監督役員には外部の弁護士及び公認会計士が就任し

執行役員の業務執行を監督しています。また、資産

運用会社には会社法（平成 17 年法律第 86 号。その

後の改正を含みます。）による利益相反取引の規制

が適用される他、資産運用会社において利害関係者

取引規程等を制定し、本投資法人と資産運用会社の

利害関係者との間で取引を行う場合には、コンプラ

イアンス室長がコンプライアンス上の問題の有無に

つき承認した後、必ずコンプライアンス・リスク管
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理委員会においてコンプライアンス上の問題の有無

を審議しその承認を得なければならないものとして

います。なお、コンプライアンス・リスク管理委員

会において利害関係者との取引に係る議案を審議す

る際には、外部委員が出席し、かつ、当該外部委員

が賛成しない限り、承認されない仕組みとなってい

ます。詳細については、後記「（３） 利益相反取引

への取組み等」をご参照ください。 

 

③ その他投資法人役員の兼任・兼職による利益相反関係の有無等（前②に記載された内容を除く） 

該当事項はありません。 
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（２）資産運用会社 

① 資産運用会社の役員の状況（2019年 11月 5日現在） 

役職名・常勤非常勤の別 氏 名 主要略歴 兼任・兼職・出向の状況 

代表取締役社長 

（常勤） 
矢野 秀樹 

1983年 4月 住友商事株式会社 建設不動産本部 大阪不

動産第一部（大阪） 

（兼任・兼職の状況） 

該当はありません。 

（出向の状況） 

住友商事株式会社より出向 

 

 

1984年 5月 同社 建設不動産本部 建設不動産開発室

（大阪） 

1984年 9月 同社 建設不動産本部 東京不動産第一部

（東京） 

1988年 4月 同社 建設不動産本部 東京不動産開発室

（東京） 

1991年 4月 同社 建設不動産本部 東京不動産開発室

（東京） 

兼 みなとみらい２１プロジェクト企画室

（東京） 

1992年 6月 米州住友商事会社 ＳＣＯＡ不動産部（ニュ

ーヨーク） 

1996年 2月 同社 ＳＣＯＡ物資・不動産部門（アトラン

タ） 

2000年 11月 住友商事株式会社 建設不動産本部 東京住

宅事業部長付（東京） 

2003年 11月 同社 建設不動産本部 不動産企画開発部長

付（東京） 

2005年 4月 同社 建設不動産本部 不動産戦略事業推進

部長（東京） 

2007年 9月 同社 建設不動産本部 不動産戦略事業部

長  

兼 住商リアルティ・マネジメント株式会

社代表取締役社長 
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2008年 2月 住友商事株式会社 建設不動産本部 不動

産戦略事業部長（東京） 

2010年 4月 同社 北米住友商事グループ北米生活産業グ

ループ長（ニューヨーク） 

2013年 10月 同社 生活資材本部 生活資材事業推進部長

（東京） 

2015年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社代表

取締役社長（現任） 

  2015年 6月 SC リアルティプライベート投資法人 執行役

員 

 

取締役 

（常勤） 
松本 展彦 

前記「（１） 投資法人 ① 投資法人の役員の状況（2019 年 11

月 5日現在）」をご参照ください。 

（兼任・兼職の状況） 

該当はありません。 

（出向の状況） 

住友商事株式会社より出向 

取締役 

（常勤） 
原嶋 英行 

1990年 4月 住友商事株式会社 投資事業本部 国内事業

部（東京） 

（兼任・兼職の状況） 

該当はありません。 

（出向の状況） 

住友商事株式会社より出向 

 

1993年 10月 同社 建設不動産本部（東京）  

1995年 7月 同社 建設不動産本部 大阪住宅事業部  

2003年 4月 同社 建設不動産本部 大阪不動産事業部長

付  

2005年 4月 同社 建設不動産本部 商業施設事業部長付

（大阪）  

2008年 5月 住商リアルティ・マネジメント株式会社 

2009年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社投資

営業部長 

2010年 4月 住友商事株式会社 生活産業・建設不動産総

括部長付（東京） 
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2013年 4月 同社 メディア・生活関連総括部長付（東

京） 

2014年 6月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締

役業務企画部長 

2016年 10月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締

役事業企画部長 

2017年 4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締

役投資営業部長（現任） 

取締役 

（常勤） 
矢野 正明 

前記「（１） 投資法人 ① 投資法人の役員の状況（2019年 11

月 5日現在）」をご参照ください。 

（兼任・兼職の状況） 

本投資法人 執行役員 

（出向の状況） 

住友商事株式会社より出向 

取締役 

（常勤） 
長田 重治 

1991年4月 

 

 

住友商事株式会社 建設不動産本部 東

京不動産開発室 

兼 東京ベイエリアプロジェクト企画室 

（兼任・兼職の状況） 

SCリアルティプライベート投資法人 執行役員 

（出向の状況） 

住友商事株式会社より出向 

1996年8月 同社 建設不動産本部 仙台不動産事業

部（仙台） 

 

1998年4月 同社 仙台不動産事業部（仙台） 住商エ

ステート株式会社事務従事（出向） 

 

2001年4月 

 

同社 仙台不動産事業部（仙台） 住商ア

ーバン開発株式会社事務従事（出向） 

 

2002年10月 同社 建設不動産本部 不動産企画開発

部長付（東京） 

 

2003年6月 同社 建設不動産本部 不動産企画開発

部長付（ニューヨーク） 

米州住友商事会社におけるトレイニー 

 

2004年7月 

 

同社 建設不動産本部 不動産企画開発

部長付（東京） 
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2006年6月 同社 建設不動産本部 商業施設事業部

長付（東京） 

 

2007年10月 同社 建設不動産本部 商業施設事業部

参事（東京） 

住商アーバン開発株式会社事務従事（出

向） 

 

2010年4月 住友商事株式会社 建設不動産本部 商

業施設事業部長付（大阪） 

 

2016年4月 同社 生活資材・不動産本部 商業施設

事業部参事（東京） 

住商アーバン開発株式会社事務従事（出

向） 

 

2018年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社

取締役リート事業部長 

 

2019年4月 SCリアルティプライベート投資法人 執行

役員（現任） 

 

2019年6月 住商リアルティ・マネジメント株式会社 

取締役私募リート事業部長（現任） 

 

取締役 

（非常勤） 
西谷 剛彦 

1991年4月 住友商事株式会社 建設不動産本部 大

阪不動産第一部（大阪） 

（兼任・兼職の状況） 

住友商事株式会社 生活・不動産事業部門 生

活資材・不動産本部長付（東京） 

（出向の状況） 

該当はありません。 

1994年4月 同社 建設不動産本部 大阪住宅事業部

（大阪） 

1996年1月 同社 建設不動産本部 大阪住宅・都市

開発事業部（大阪） 

1999年10月 同社 建設不動産本部 大阪住宅事業部

（大阪） 

2003年4月 同社 建設不動産本部 大阪不動産事業

部長付（大阪） 

2005年4月 同社 建設不動産本部 住宅・都市事業

部長付（東京） 
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2007年4月 同社 建設不動産本部 住宅・都市事業

部長付（東京） 

兼 建設不動産本部長付 

2009年11月 同社 建設不動産本部長付（東京） 

2013年4月 同社 メディア・生活関連事業部門 建

設不動産本部長付（東京） 

2015年4月 同社 メディア・生活関連事業部門 生

活資材・不動産本部長付（東京） 

2018年4月 同社 生活・不動産事業部門 生活資

材・不動産本部長付（東京）（現任） 

2019年10月 住商リアルティ･マネジメント株式会社 

取締役（非常勤）（現任） 

監査役 

（非常勤） 
石原 進 

1999年4月 住友商事株式会社 管理協力部門 管

理・投資事業グループ 

（兼任・兼職の状況） 

住友商事株式会社 コーポレート部門 リスク

マネジメント第五部 

（出向の状況） 

該当はありません。 

2004年7月 同社 中部ブロック 中部ブロック総括部 

2009年10月 同社 コーポレート部門 フィナンシャ

ル・リソーシズグループ 

2014年10月 同社 メディア・生活関連事業部門 メデ

ィア・生活関連総括部 

2016年4月 同社 コーポレート部門 リスクマネジメ

ント第五部（現任） 

2019年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社 

監査役（非常勤）（現任） 

監査役 

（非常勤） 
野本 明彦 

2003年4月 新日本監査法人 （兼任・兼職の状況） 

住友商事株式会社 メディア・生活関連経理部

参事（東京） 

住友商事フィナンシャルマネジメント株式会

2018年11月 住友商事株式会社 メディア・生活関連

経理部参事（東京） 

住友商事フィナンシャルマネジメント株

式会社事務従事（出向）（現任） 
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2019年1月 住商リアルティ・マネジメント株式会社 

監査役（非常勤）（現任） 

社 事務従事 

（出向の状況） 

住友商事株式会社より住友商事フィナンシャ

ルマネジメント株式会社に出向 

 

 

 

② 資産運用会社の従業員の状況（2019年 9月 30日現在） 

出向元 人数 出向元と兼務がある場合にはその状況 

 住友商事株式会社 1 無 

三菱地所リアルエステートサービス株式会社 1 無 

出向者計 2 ― 

出向者以外計 52  

資産運用会社従業員総数 54 ― 

 

③ 投資法人及び資産運用会社の運用体制 

（イ） 資産運用会社の運用体制 

a． 業務運営の組織体制 

資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。 
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私募リート 

事業部 

国際投資 

事業部 
資産運用部 業務管理部 

コンプライアンス室 

事業企画部 

内部監査室 

私募リート投資委員会 

上場リート投資委員会 

私募ファンド委員会 

コンプライアンス・リスク 

管理委員会 

株主総会 

監査役 

代表取締役社長 

取締役会 

研修 

センター 

上場リート 

事業部 

リート 

マネジメント部 

バリュエーション委員会 

投資営業部 
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 資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。 

 資産運用会社の各種業務は、本投資法人を担当する上場リート事業部、SCリアルティプライベート投資法人（以下「私募リート」ということがあります。）を

担当する私募リート事業部、海外不動産ファンド（私募ファンド等のうち、専ら海外に所在する不動産の取得、譲渡、賃貸又は管理の委託を行うことをその目

的とする法人又は組合の株式又は持分に対して直接又は間接に投資を行うものをいいます。以下同じです。）を除く私募ファンド等を担当する投資営業部及び資

産運用部、海外不動産ファンドを担当する国際投資事業部、各本部の共通部署である業務管理部及び事業企画部、並びに上場リート事業部と私募リート事業部

の共通部署であるリートマネジメント部に分掌されます。 

 また、本投資法人の資産の運用に関する審議を行う機関として上場リート投資委員会を、私募リートの資産の運用に関する審議を行う機関として私募リート

投資委員会を、私募ファンド等の資産の運用に関する審議を行う機関として私募ファンド委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプラ

イアンス・リスク管理委員会を設置します。 

 

b． 資産運用会社の各組織の業務分掌体制 

各組織の主な業務は、以下のとおりです。なお、本「③ 投資法人及び資産運用会社の運用体制」に記載の組織・機関は、本投資法人の資産運用だけではな

く、私募リート及び私募ファンド等の資産運用並びにその他の業務にも関与していますが、以下では主に本投資法人の資産運用に関する事項を記載しています。 

組織 担当する業務 

取締役会 ＜決議事項＞ 

・株式、株主総会に関する事項 

ⅰ.株式に関する取扱い 

ⅱ.株主総会の招集の決定並びにこれに提出する議案 

・組織、人事に関する事項 

ⅰ.支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

ⅱ.支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 

ⅲ.内部統制に関する体制の整備 

・財務、経理に関する事項 

ⅰ.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認 

ⅱ.中間配当の決定 

・重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財 

・取締役、取締役会に関する事項 

ⅰ.代表取締役の選定及び解職 

ⅱ.役付取締役の選定及び解職 

ⅲ.取締役の競業取引の承認 



40 

組織 担当する業務 

ⅳ.会社と取締役間の利益相反取引の承認 

ⅴ.取締役会の組織、運営に関する事項 

・その他の重要な業務執行 

・株主総会の決議によりその決定を委任された事項 

・その他法令又は定款に定める事項及び取締役会又は取締役社長において必要と認める事項 

上場リート事業部 ・本投資法人の資産運用ガイドラインの策定に関する事項 

本投資法人の年度運用管理計画の起案に関する事項 

本投資法人の運用資産の取得及び売却業務に関する事項 

本投資法人の運用資産の運営管理業務（賃貸及び維持管理等）に関する事項 

・所管業務に係る苦情等の処理についての対応に関する事項 

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項 

・その他付随、関連する事項 

リートマネジメント部 ・本投資法人の資産運用業務の営業推進に関する事項 

本投資法人の財務運営業務（資金調達、経理及び決算、配当政策、資金管理等）に関する事項 

本投資法人の投資主総会及び役員会の運営支援並びに役員の業務支援に関する事項 

本投資法人に関する投資主からの照会への対応、ＩＲ、情報開示等に関する事項 

・本投資法人の資産管理計画書の起案に関する事項 

・所管業務に係る苦情等の処理についての対応に関する事項 

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項 

その他付随、関連する事項 

事業企画部 ・資産運用会社の全社方針、経営計画等の経営管理に関する事項 

・新規事業企画に関する事項 

・資産運用会社の中長期計画の企画、立案、策定に関する事項 

・市場調査に関する事項 

・広報に関する事項 

・物件情報の入手及び一元管理に関する事項 

・所管業務に係る苦情等の処理についての対応に関する事項 

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項 

・その他付随、関連する事項 
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組織 担当する業務 

業務管理部 ・資産運用会社の予算管理等に関する事項 

・資産運用会社の総務関連業務（株式、株主総会、取締役会、商業登記、公印の管理、組織、社内規程・規則の制定改廃及び管理、行

政機関及び自主規制機関等への届出、文書管理等）に関する事項 

・資産運用会社の人事関連業務（社員の採用、給与服務管理等）に関する事項 

・上場リート投資委員会の運営に関する事項 

・資産運用会社の資金調達、財務、配当政策、主計、会計、税務、決算及び監査対応に関する事項 

・資産運用会社の情報システム及び情報セキュリティに関する事項 

・資産運用会社の防災、安全対策及び危機管理に関する事項 

・資産運用会社の契約管理、ライセンス管理に関する事項 

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項 

・その他資産運用会社の業務で他の部又は室に属しない事項 

・その他付随、関連する事項 

研修センター ・資産運用会社の社員の研修（コンプライアンスに関する事項を除きます。）に関する事項 

・その他付随、関連する事項 

コンプライアンス室 ・コンプライアンス全般に関する事項 

・コンプライアンスに関する各種施策の立案、実施に関する事項 

・コンプライアンスに関する社内ルールの策定並びに管理に関する事項 

・金融商品取引関連法規（法令、諸規則、社内規程、コンプライアンス・マニュアル等（本「③ 投資法人及び資産運用会社の運用体

制」において、以下「法令諸規則」といいます。））及びコンプライアンスに関する情報の周知に関する事項 

・法令諸規則の遵守状況の検証及び監督指導に関する事項 

・上場リート投資委員会付議事項の法令諸規則準拠性に係る審査に関する事項 

・法人関係情報の管理に関する事項 

・内部情報の漏洩防止等、内部情報の管理に関する事項 

・広告審査に関する事項 

・資産運用会社のリスク管理の統括に関する事項 

・コンプライアンス・リスク管理委員会の運営に関する事項 

・苦情処理の統括に関する事項 

・法務関連業務（契約・法律に係る相談、法務に係る企画、情報収集、社内啓蒙等）に関する事項 

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項 
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組織 担当する業務 

・その他付随、関連する事項 

内部監査室 ・内部監査の統括に関する事項 

・内部監査計画の立案に関する事項 

・内部監査の実施に関する事項 

・内部監査報告に関する事項 

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項 

・その他付随、関連する事項 

上場リート投資委員会 上場リート投資委員会規程の制定及び改廃 

本投資法人の資産の運用に係る基本方針である資産運用ガイドラインの策定及び改定 

投信協会の規則に定められる本投資法人に係る資産管理計画書の策定及び改定 

本投資法人の年度運用管理計画の策定及び改定 

本投資法人による運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更 

年度運用管理計画に規定されていない本投資法人の運用資産の賃貸（年間賃料が 100 百万円以下のものを除きます。また、かかる賃

貸借契約の更新又は再契約（更新前後又は再契約前後の賃料が前記金額以下のもの）を除きます。）及び管理（緊急修繕工事に関す

るもの及び発注金額が 30百万円以下の取引を除きます。）についての決定及び変更 

本投資法人の資金調達に関する事項 

本投資法人の分配金政策に係る基本的な方針の策定及び変更に関する事項 

資産運用会社の利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との取引の審議及び決議 

その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項 

その他投資法人資産運用業務に関して委員長が必要と認める事項 

コンプライアンス・リ

スク管理委員会 

・コンプライアンス・マニュアルの策定及び改定 

・コンプライアンス・プログラムの策定及び改定 

・コンプライアンス規程、リスク管理規程その他コンプライアンス・リスク管理委員会の決議事項とされた社内規程の制定及び改廃 

・資産運用会社の利害関係者取引規程によりコンプライアンス・リスク管理委員会の承認が必要とされる利害関係者との取引に係る承

認 

・上場リート投資委員会の決議事項のうち、コンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題（後記「（３） 利益相反取引への取組

み等 ① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 （ハ） 利害関係者取引に関する意思決定手続」に定義します。以下同じで

す。）があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理上の問題の有無に関する事項 

・コンプライアンス又はリスク管理上、不適切な行為又は不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置又は将来における防止措
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組織 担当する業務 

置等の決定及び改定 

・重要な苦情・事故処理の対応策の承認 

・その他、コンプライアンス室長がコンプライアンス又はリスク管理に疑義があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリ

スク管理上の問題の有無に関する事項 

・その他、社内規程によってコンプライアンス・リスク管理委員会の承認を要するとされた事項 

・上記各号に準ずるコンプライアンス上の重要な事項 

 
 

c． 委員会の概要 

上場リート投資委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会の概要は、以下のとおりです。 

i. 上場リート投資委員会 

委員 取締役社長（委員長）、上場リート事業部長、リートマネジメント部長、業務管理部長、コンプライアンス室長及び外部委員（資産運用

会社と利害関係のない不動産鑑定士とします。必要に応じ補欠外部委員を選任することができ、補欠外部委員は事故その他の事情によ

り外部委員が本委員会に出席できないとき等に外部委員に代わって本委員会の委員となります。）（注） 

審議内容 ⅰ.上場リート投資委員会規程の制定及び改廃 

ⅱ.本投資法人の資産の運用に係る基本方針である資産運用ガイドラインの策定及び改定  

ⅲ.投信協会の規則に定められる本投資法人に係る資産管理計画書の策定及び改定  

ⅳ.本投資法人の年度運用管理計画の策定及び改定  

ⅴ.本投資法人による運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更  

ⅵ.年度運用管理計画に規定されていない本投資法人の運用資産の賃貸（年間賃料が100百万円以下のものを除きます。また、かかる賃

貸借契約の更新又は再契約（更新前後又は再契約前後の賃料が前記金額以下のもの）を除きます。）及び管理（緊急修繕工事に関す

るもの及び発注金額が30百万円以下の取引を除きます。）についての決定及び変更 

ⅶ.本投資法人の資金調達に関する事項  

ⅷ.本投資法人の分配金政策に係る基本的な方針の策定及び変更に関する事項  

ⅸ.資産運用会社の利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との取引の審議及び決議  

ⅹ.その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項  

ⅺ.その他投資法人資産運用業に関して委員長が必要と認める事項 

審議方法等 上場リート投資委員会は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数（ただし、不動産関連資産の取得又は売却に係る議

案に関しては、必ず外部委員を含むものとします。）及びコンプライアンス室長の出席（電話会議等によって参加した者の人数を含みま

す。以下同じです。）により成立し、対象となる議案について議決権を有する出席委員の過半数（ただし、3人以上の委員の賛成を必要
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とし、不動産関連資産の取得又は売却に係る議案に関しては、外部委員の賛成を必要とします。）の賛成により決定されます。 

委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。ただし、コンプライアンス室長は議決権を有しないものとします。また、対象

となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。なお、職位を兼任している場合であ

っても議決権は各委員につき1個とします。 

委員長は、上場リート投資委員会の議案に関する有識者を上場リート投資委員会に同席させて、その意見を求めることができます。

また、委員長は、起案部室等の役職員に議案の説明を行わせることができます。 

コンプライアンス室長は、上場リート投資委員会における議事進行等の手続及び審議内容について、コンプライアンス上の問題があ

ると判断した場合、上場リート投資委員会の審議・決議を中止することができます。 

（注） 本書の日付現在、外部委員には、本投資法人及び資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない不動産鑑定士１名が就任しています。 
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ⅱ. コンプライアンス・リスク管理委員会 

委員 取締役社長、業務管理部長、コンプライアンス室長（委員長）及び外部委員（資産運用会社と利害関係のない弁護士とします。必要に

応じ補欠外部委員を選任することができ、補欠外部委員は事故その他の事情により外部委員が本委員会に出席できないとき等に外部委

員に代わって本委員会の委員となります。）（注） 

審議内容 ⅰ.コンプライアンス・マニュアルの策定及び改定 

ⅱ.コンプライアンス・プログラムの策定及び改定 

ⅲ.コンプライアンス規程、リスク管理規程その他コンプライアンス・リスク管理委員会の決議事項とされた社内規程の制定及び改廃 

ⅳ.資産運用会社の利害関係者取引規程によりコンプライアンス・リスク管理委員会の承認が必要とされる利害関係者との取引に係る承

認 

ⅴ.上場リート投資委員会の決議事項のうち、コンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題があると判断した事項についてのコン

プライアンス又はリスク管理上の問題の有無に関する事項 

ⅵ.コンプライアンス又はリスク管理上、不適切な行為又は不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置又は将来における防止措

置等の決定及び改定 

ⅶ.重要な苦情・事故処理の対応策の承認 

ⅷ.その他、コンプライアンス室長がコンプライアンス又はリスク管理に疑義があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリ

スク管理上の問題の有無に関する事項 

ⅸ.その他、社内規程によってコンプライアンス・リスク管理委員会の承認を要するとされた事項 

ⅹ.上記ⅰ.からⅸ.までに準ずるコンプライアンス上の重要な事項 

審議方法等 コンプライアンス・リスク管理委員会は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数（ただし、必ず委員長を含むものと

します。また、利害関係者との取引に係る議案に関しては、必ず外部委員を含むものとします。）の出席（電話会議等によって参加した

者の人数を含みます。以下同じです。）により成立し、対象となる議案について議決権を有する出席委員の過半数（ただし、3人以上の

委員の賛成を必要とし、かつ委員長の賛成を必要とします。また、利害関係者との取引に係る議案に関しては、必ず外部委員の賛成を

必要とします。）の賛成により決定されます。 

委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。ただし、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わ

ることができないものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決権は各委員につき1個とします。 

委員長は、コンプライアンス・リスク管理委員会の議案に関する有識者をコンプライアンス・リスク管理委員会に同席させて、その

意見を求めることができます。また、委員長は、起案部室等の役職員に議案の説明を行わせることができます。 

（注） 本書の日付現在、外部委員には、本投資法人及び資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない弁護士１名が就任しています。 

 

（３）利益相反取引への取組み等 

① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 
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資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、利害関係者取引規程を大要以下のとおり定めています。 

（イ） 利害関係者の定義 

「利害関係者」とは、以下の a.乃至 d.に該当するものをいいます。 

a. 資産運用会社の役員及び株主 

 

b. a.に該当する者の子会社及び関連会社（それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。）

第8条第3項に定義される子会社及び同規則第8条第5項に定義される関連会社を意味します。） 

 

c. a.及びb.に掲げる者のほか、資産運用会社の利害関係人等（投信法第201条第1項に定義される利害関係人等を意味します。） 

 

d. 資産運用会社又はa.乃至c.のいずれかに該当する者が、①投資顧問契約、投資一任契約若しくは資産運用委託契約に基づき投資助言又は投資運用を行ってい

ること、②過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っていること、③当該者の役職員がその役員の過半数を占めていること、又は④その他の関係を有

することにより、その意思決定に重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会社（特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。） 

 

（ロ） 利害関係者取引の定義及び取引基準 

資産運用会社は、本投資法人と利害関係者との間で以下の a.乃至 f.に定める取引が発生する場合には、以下の a.乃至 f.にそれぞれ定める基準に基づかなければ

なりません。 

a. 物件の取得 

利害関係者から資産を取得する場合の取得価格（不動産関連資産そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほ

か、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。）は、鑑定評価額（調査価額を含

みます。本（ロ）において以下同じです。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行うなどして負担した合理的かつ適正

な費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額とします。）を上限とします。 

 

b. 物件の譲渡 

利害関係者に資産を売却する場合の売却価格（不動産関連資産そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の

積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。）は、鑑定評価額を下限とします。 

 

c. 物件の賃貸（月額賃料100万円以下の契約を除きます。） 

利害関係者に対して物件を賃貸する場合、市場実勢、周辺相場及び対象の物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、また、利害関係のない独立した第

三者による価格調査書等を取得する等、適正な水準についての客観性を確保した上で、適正と判断される条件とします。 
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d. 不動産管理業務等委託（月額委託料100万円以下の契約を除きます。） 

利害関係者へ運用資産の管理を委託する場合（プロパティ・マネジメント業務及びビルマネジメント業務の委託を含むがこれらに限られません。）、資産運用

ガイドライン等所定の条件に基づき、実績、管理の効率性を検討し、提供役務の内容、業務総量等も勘案した上で、適正と判断される条件で委託しなければな

らないものとします。委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、また、利害関係のない独立した第三者による価格調査書等を取得

する等、適正な水準についての客観性を確保した上で、決定するものとします。取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合

は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係者に委託することとしますが、条件及び委託料については、上記を勘案の上交渉、決定するものとします。 

 

e. 物件の売買及び賃貸の媒介の委託（1件当たり1,000万円以下の取引を除きます。） 

利害関係者に物件の売買又は賃貸に係る媒介を委託する場合、支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号。その後の改正を

含みます。）に規定する報酬の範囲内（信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。）とし、役務業務の内容等を勘案した上で、

適正と判断される条件とします。 

 

f. 工事等の発注（1工事又は1発注当たり1,000万円以下の取引を除きます。） 

利害関係者に不動産等資産に係る工事を発注する場合、原則として利害関係者以外の第三者の複数の見積価格を取得した上で、役務提供の内容等を比較検討

した上で適正と判断される条件とします。 

 

（ハ） 利害関係者取引に関する意思決定手続 

a. 利害関係者取引を行おうとする場合、上場リート投資委員会規程その他の社内規程に定める手続に従いコンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題の

有無につき承認した後、コンプライアンス室長は、必ずコンプライアンス・リスク管理委員会を招集し、コンプライアンス・リスク管理委員会においてコンプ

ライアンス上の問題の有無を審議し、その承認を得なければならないものとします。なお、当該取引が投信法第201条の2第1項に定める本投資法人と資産運用会

社の利害関係人等（投信法第201条第1項に定義される利害関係人等を意味します。）との取引に該当する場合は、上場リート投資委員会規程に定めるところ従い、

上記の手続に加え、あらかじめ、本投資法人の役員会の承認を得なければならないものとします。 

 

b. 利害関係者取引を担当する部署は、当該議案に係る上場リート投資委員会における審議及び決議を経て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資

料を、取締役会に遅滞なく報告するものとします。ただし、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全

構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。 
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② 運用体制の採用理由 

（イ） 利益相反取引に対する投資法人の執行役員が果たす機能についての考え方 

前記「（１） 投資法人 ② 投資法人執行役員の資産運用会社役職員との兼職理由及び利益相反関係への態勢」に記載のとおりです。 

 

（ロ） 利益相反取引に対する取締役会が果たす機能についての考え方 

取締役会は、取締役 6名及び監査役 2名で構成されています（詳細は前記「（２） 資産運用会社 ① 資産運用会社の役員の状況（2019年 11月 5日現在）」に

記載のとおりです。）。 

利害関係者取引にあたっては、コンプライアンス・リスク管理委員会の承認を得なければならない仕組みとなっており、コンプライアンス・リスク管理委員会

における承認は前記「（３） 利益相反取引への取組み等 ① 利益相反取引への対応方針及び運用体制 （ハ） 利害関係者取引に関する意思決定手続」に記載の

とおり厳格な手続となっており十分に牽制機能が働いているものと判断しています。 

 

（ハ） 委員会の外部委員について 

コンプライアンス・リスク管理委員会及び上場リート投資委員会の外部委員は、それぞれ弁護士及び不動産鑑定士であり、豊富な知識と経験を踏まえた法律又

は不動産鑑定の専門家としての意見を頂いています。また、上場リート投資委員会における意思決定にあたっては、外部委員の賛成がなければ承認されない仕組

みであり、コンプライアンス・リスク管理委員会における意思決定にあたっては、外部委員及びコンプライアンス室長の賛成がなければ承認されない仕組みであ

ることから、利益相反取引に関して外部委員の牽制機能は十分に発揮されているものと判断しています。外部委員の略歴及び兼職は下表のとおりです。 

 

役職名 氏 名 主要略歴 

コンプライアンス・リ

スク管理委員会委員 

長谷川 紘之 2001年 10月 弁護士登録 

長島・大野・常松法律事務所入所 

2007年 8月 三菱 UFJ信託銀行株式会社資産金融第一部常駐顧問弁護士 

2011年 4月 証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課課長補佐（任期付公務員） 

（同年 8月より取引調査課国際取引等調査室調査官併任） 

2013年 2月 片岡総合法律事務所入所 

2013年 5月 ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社 社外監査役（現任） 

2014年 1月 フォレストフィールド株式会社 投資委員会委員（現任） 

2014年 7月 住商リアルティ・マネジメント株式会社  

コンプライアンス・リスク管理委員会委員 外部委員（現任） 

2016年 3月 サイオステクノロジー株式会社 社外監査役 
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2017年 3月 同社取締役監査等委員（現任） 

2019年 5月 株式会社ティムス 社外監査役（現任） 

2019年 10月 ロボット投信株式会社 社外監査役（現任） 

上場リート投資委員会

委員 

武田 昌之 1997年 10月 株式会社立地評価研究所 

2001年 3月 不動産鑑定士登録 

2003年 5月 株式会社立地評価研究所 取締役東京支社長 

2009年 9月 同所 専務取締役 

2011年 9月 同所 顧問 

2011 年 9月 株式会社国際都市鑑定設立、代表取締役 （現任） 

2019年 6月 住商リアルティ・マネジメント株式会社  

上場リート投資委員会 外部委員 （現任） 

 

（ニ）コンプライアンス室長について 

本書の日付現在、コンプライアンス室長には、宮本信一郎が就任しています。宮本信一郎の兼任・兼職及びスポンサー企業グループとの関係はありません。 

 

役職名 氏 名 主要略歴 

コンプライアンス室長 宮本 信一郎 2001年 6月 松井証券株式会社 

2006年 8月 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社 

2008年 8月 株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 

2011年 4月 シンプレクス不動産投資顧問株式会社（出向） 

2012年 6月 株式会社シンプレクス・リート・パートナーズ（出向） 

2013年 4月 株式会社シンプレクス・リート・パートナーズ（出向） 法務コンプライアンス部長兼内部監査部長 

2015年 8月 住商リアルティ・マネジメント株式会社 コンプライアンス室長（現任） 

 

３．スポンサー関係者等との取引等 

（１）利害関係人等との取引等 

利害関係人等及びその他特別の関係にあるものとの取引内容は以下のとおりです。 
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① 資産の取得 

取得先の名称 物件名称 取得予定価格（百万円） 取引総額に占める割合（％） 

住友商事株式会社 

SOSiLA横浜港北 

（準共有持分 80％） 

24,840 32.4 

SOSiLA春日部 10,300 13.5 

SOSiLA川越 4,124 5.4 

ＳＭＦＬみらいパートナーズ 

株式会社 

SOSiLA西淀川Ⅰ 17,470 22.8 

 

② 賃貸借取引 

該当事項はありません。 

 

③ PM業務等の委託 

委託先の名称 物件名称 主な委託業務 業務委託料（年額）（百万円） 取引総額に占める割合（％） 

住商ビルマネージメント 

株式会社 

SOSiLA横浜港北 

（準共有持分 80％） 
プロパティ・マネジメント業務 

139 97.7 
SOSiLA相模原 プロパティ・マネジメント業務 

SOSiLA春日部 プロパティ・マネジメント業務 

SOSiLA川越 プロパティ・マネジメント業務 

SOSiLA西淀川Ⅰ プロパティ・マネジメント業務 

住商建物株式会社 

北港油槽所（底地）（注） プロパティ・マネジメント業務 

3 2.3 南港乗下船ヤード（土地）

（注） 
プロパティ・マネジメント業務 

（注） 物件名末尾の「（底地）」は、当該物件が、借地権（借地借家法（平成 3 年法律第 90 号。その後の改正を含みます。）第 2 条第 1 号に定めるものをいいます。以下同じです。）が付着する土地であることを

意味し、物件名末尾の「（土地）」は、当該物件が、借地権に該当しない地上権又は土地の賃借権が付着する土地であることを意味します。以下同じです。 
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④ 利害関係者への賃貸募集業務の委託 

委託先の名称 物件名称 主な委託業務 
業務委託料（年額） 

（百万円） 
取引総額に占める割合（％） 

住友商事株式会社 

SOSiLA横浜港北 

（準共有持分 80％） 
ロジスティクスマネジメント業務 

22 100.0 

SOSiLA相模原 ロジスティクスマネジメント業務 

SOSiLA春日部 ロジスティクスマネジメント業務 

SOSiLA川越 ロジスティクスマネジメント業務 

SOSiLA西淀川Ⅰ ロジスティクスマネジメント業務 

（注） 本書の日付現在における見込額を記載しています。 

 

（２）物件取得等の状況 

※ ① 会社名・氏名、② 特別な利害関係にある者との関係、③ 取得経緯・理由等 

物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

※ 

③ 

取得（譲渡）価格 

取得（譲渡）時期 

①、②、③ 

取得（譲渡）価格 

取得（譲渡）時期 

①、②、③ 

取得（譲渡）価格 

取得（譲渡）時期 

①、②、③ 

取得（譲渡）価格 

取得（譲渡）時期 

SOSiLA横浜港北 

（ 準 共 有 持 分

80％） 

（神奈川県横浜

市） 

③本投資法人の投資基準に合致

し、安定した収益性を確保でき

るとの判断から取得します。前

所有者の土地・建物の取得価格

と本投資法人の取得価格との間

に乖離が認められますが、前所

有者の土地取得価格は、第三者

である前々所有者と前所有者の

①住友商事株式会社 

②資産運用会社の親会社 

③（土地）前々所有者と前所有者

との間の事業契約に基づき前所有

者が有する優先交渉権に基づき土

地取得 

 （建物）新築 

（土地） 

特別な利害関係にある者以外 

 

― 
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物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

事業契約締結時（2015 年 9 月）

に約された優先交渉権に基づく

ものであり、また、前所有者に

よる事業契約締結時から本投資

法人の取得意思決定時までの間

の市場賃料の上昇を踏まえ、本

投資法人の取得価格は妥当であ

ると判断しています。なお、本

投資法人の取得価格は鑑定評価

額(25,680 百万円)（注 1）を

3％下回っています。 

24,840百万円（注 2） 
（土地）11,186百万円（注 2） 

（建物）8,302百万円（注 2） 

― ― 

2019年 12月 
（土地）2019年 12月 

（建物）2017年 9月（新築） 

― ― 

SOSiLA相模原 

（神奈川県相模

原市） 

③投資法人の投資基準に合致し、

安定した収益性を確保できると

の判断から取得します。取得価

格は鑑定評価額(13,800 百万円)

を 7％下回る金額であり、妥当

な価格であると考えています。 

特別な利害関係にある者以外 ― ― 

12,820百万円 ― ― ― 

2019年 12月 ― ― ― 
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物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

SOSiLA春日部 

（埼玉県春日部

市） 

③本投資法人の投資基準に合致

し、安定した収益性を確保でき

るとの判断から取得します。前

所有者の土地・建物の取得価格

と本投資法人の取得価格との間

に乖離が認められますが、前所

有者の建物取得価格は、第三者

である前々所有者と前所有者の

事業契約締結時（2017 年 1 月）

に約された優先交渉権に基づく

ものであり、また、前所有者に

よる事業契約締結時から本投資

法人の取得意思決定までの市場

賃料の上昇を踏まえると、本投

資法人の取得価格は妥当と判断

しています。なお、本投資法人

の取得価格は鑑定評価額(10,500

百万円)を 2％下回っています。 

①住友商事株式会社 

②資産運用会社の親会社 

③（土地）前々所有者と前所有者

との間の事業契約に基づき両者

間で締結された停止条件付売買

契約の実行により土地取得 

（建物）前々所有者と前所有者

との間の事業契約に基づき前所

有者が有する優先交渉権に基づ

き建物取得 

 

特別な利害関係にある者以外 ― 

10,300百万円 
（土地）2,462百万円 

（建物）6,392百万円 

― ― 

2019年 12月 
（土地）2019年 3月 

（建物）2019年 12月 

― ― 

SOSiLA川越 

（ 埼 玉 県 川 越

市） 

③本投資法人の投資基準に合致

し、安定した収益性を確保でき

るとの判断から取得します。取

得価格は鑑定評価額(4,590 百万

円)を 10％下回る金額であり、

①住友商事株式会社 

②資産運用会社の親会社 

③開発目的で取得 

特別な利害関係にある者以外 ― 
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物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

妥当な価格であると考えていま

す。 

4,124百万円 
１年を超えて所有していたため記

載を省略します。 

― ― 

2019年 12月 2016年 12月 ― ― 

SOSiLA西淀川Ⅰ 

（ 大 阪 府 大 阪

市） 

③本投資法人の投資基準に合致

し、安定した収益性を確保でき

るとの判断から取得します。取

得価格は鑑定評価額(18,100 百

万円)を 3％下回る金額であり、

妥当な価格であると考えていま

す。 

①ＳＭＦＬみらいパートナーズ株

式会社 

②資産運用会社の親会社が 50％の

株式を保有する三井住友ファイ

ナンス＆リース株式会社の

100％子会社 

③前々所有者の吸収分割により取

得 

①三井住友ファイナンス＆リース

株式会社 

②資産運用会社の親会社が 50％の

株式を保有する株式会社 

③投資目的による取得 

特別な利害関係にある者以外 

17,470百万円 
吸収分割による取得のため、該当

事項はありません。 

１年を超えて所有していたため記

載を省略します。 

― 

2019年 12月 2019年 4月 2017年 10月 ― 

北港油槽所（底

地） 

（ 大 阪 府 大 阪

市） 

③本投資法人の投資基準に合致

し、安定した収益性を確保でき

るとの判断から取得します。取

得価格は鑑定評価額(3,280 百万

円)を 2％下回る金額であり、妥

当な価格であると考えていま

す。 

特別な利害関係にある者以外 ― ― 

3,210百万円 

― ― ― 
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物件名 

（所在地） 
投資法人 前所有者・信託受益者 前々所有者・信託受益者 前々々所有者・信託受益者 

2019年 12月 ― ― ― 

南港乗下船ヤー

ド（土地） 

（ 大 阪 府 大 阪

市） 

③本投資法人の投資基準に合致

し、安定した収益性を確保でき

るとの判断から取得します。取

得価格は鑑定評価額(3,840 百万

円)を 1％下回る金額であり妥当

な価格であると考えています。 

特別な利害関係にある者以外 ― ― 

3,800百万円 ― ― ― 

2019年 12月 ― ― ― 

（注1）  SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る鑑定評価額については、当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値を用いています。 

（注2）  SOSiLA横浜港北については前所有者から準共有持分の80％を取得しますが、前所有者の取得価格は土地・建物いずれも100％分の価格を記載しています。また、投資法人の取得予定価格については、当該物件の準共有持

分割合（80％）に相当する価格を記載しています。 

 

４．その他 

（１）不動産鑑定機関の選定方針及び概要（2019年 11月 5日現在） 

 

① 不動産鑑定機関の選定方針 

取引相手方及び資産運用会社からの第三者性が確保でき、かつ鑑定実績から信頼性の確保ができる鑑定業者に発注します。 

② 鑑定業者の委託・評価基準 

委託に際しては、下記の項目に掲げる内容を総合的に考慮し、適切な委託先を選定します。 

ⅰ. 不動産鑑定士が 3名以上在籍すること 

ⅱ. 不動産証券化に関連する業務の経験があり、業務が適切に遂行される能力があると認められること 

ⅲ. 直近の 3年間に、重大な法令違反、不祥事等の発生した事実のないこと 

ⅳ． 直近の 3年間の委託者又は委託者の把握している第三者からの鑑定実績において、不適切な事実がないこと 

 

なお、鑑定業務の委託における機動性及び委託条件の妥当性を確保すること等を目的として、本投資法人では複数の不動産鑑定機関を利用しています。 
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不動産鑑定機関の概要 

物件名称 

不動産鑑定機関の概要 

名 称 住 所 
不動産鑑定士の

人数 
選定理由 

SOSiLA横浜港北 

（準共有持分 80％） 

SOSiLA川越 

南港乗下船ヤード（土

地） 

一般財団法人 

日本不動産研究所 

〒105-8405 

東京都港区海岸 1丁目 2-3  

266名 

（2019年 9月

24日時点） 

本社（東京）と全国 8支社 41支所からなる全国ネットワ

ークを持ち、また、特定分野のより高い専門性・先進性

に裏打ちされたサービス提供を行う専門チームを持ち、

物流施設についても、インダストリアル系不動産の専門

チームが担当するなど、より専門軸を集約した組織体制

を持つ他、証券化不動産の評価実績等を勘案した結果、

信頼性、独立性、コストの妥当性と評価書の納品スケジ

ュールなどを総合的に勘案して優位性が認められたた

め。 

SOSiLA相模原 

SOSiLA西淀川Ⅰ 

株式会社 

谷澤総合鑑定所 

〒530-0005 

大阪府大阪市北区中之島 2

丁目 2番 7号 

75名 

（2019年 7月 1

日時点） 

本社（東京、大阪）と全国 5 支社からなる全国ネットワ

ークを持ち、エンジニアリング・レポート等業務、デュ

ー・ディリジェンス等業務、ホテル、レジャー関連施設

等専門の評価業務などを請負うグループ会社を有し、そ

れぞれの専門性から公正・中立的な立場に立ち、迅速か

つ的確な判断が行える組織体制を擁する他、J-REIT にお

ける物流施設の評価実績を勘案して、信頼性、独立性、

コストの妥当性と評価書の納品スケジュールなどを総合

的に勘案して優位性が認められたため。 

SOSiLA春日部 
大和不動産 

鑑定株式会社 

〒550-0005 

大阪府大阪市西区西本町 1

丁目 4番 1号 

115名 

（2019年 9月 1

日時点） 

本社（東京）と全国 6 支社、海外 1 支社からなるネット

ワークを持ち、不動産鑑定評価書、エンジニアリング・

レポートに加えて、各種マーケットレポート、インデッ

クスの公表など不動産マーケット上の様々な有益なサー

ビスや情報を提供しており、また、物流施設について

は、専門チーム有するなどの組織体制を持つ他、証券化
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不動産の評価実績等を勘案した結果、信頼性、独立性、

コストの妥当性と評価書の納品スケジュールなどを総合

的に勘案して優位性が認められたため。 

北港油槽所（底地） JLL森井鑑定株式会社 

〒103-0025 

東京都中央区日本橋茅場町

1-8-3 

33名 

（2019年 9月

24日時点） 

J-REIT など国内有数の証券化不動産の評価実績を持つ

他、包括的な不動産サービスをグローバルに提供する総

合不動産サービス会社の一員であることから、国内外の

不動産に精通する不動産鑑定士が在籍しているほか、物

流施設の他、オペレーショナルアセットの鑑定評価実績

なども勘案し、信頼性、独立性、コストの妥当性と評価

書の納品スケジュールなどを総合的に勘案して優位性が

認められたため。 

 

（２）エンジニアリング・レポート作成機関の選定方針及び概要（2019年 11月 5日現在） 

 

① デュー・ディリジェンス、エンジニアリング・レポート選定方針 

取引相手方及び資産運用会社からの第三者性が確保でき、かつ業務実績から信頼性の確保ができる業者に発注します。 

② デュー・ディリジェンス、エンジニアリング・レポート委託・評価基準 

委託に際しては、下記の項目に掲げる内容を総合的に考慮し、適切な委託先を選定します。 

ⅰ. 性能評価機関認定を受けていること 

ⅱ. 不動産証券化に関連する業務の経験があり、業務が適切に遂行される能力があると認められること 

ⅲ. 直近の 3年間に、重大な法令違反、不祥事等の発生した事実のないこと 

ⅳ. 直近の 3年間の委託者又は委託者の把握している第三者からの委託業務実績において、不適切な事実がないこと 

 

エンジニアリング・レポート作成機関の概要 

物件名称 
エンジニアリング・レポート作成機関の概要 

名 称 住 所 事業内容 選定理由 

SOSiLA横浜港北 

（準共有持分 80％） 

SOSiLA相模原 

株式会社 

アースアプレイザル 

〒101-0063 

東京都千代田区神田淡路町 2-

4-6 F&Fロイヤルビル 4F 

リスクマネジメ

ントに関するコ

ンサルティング

J-REIT における物流不動産のエンジニアリング・レポート

作成に実績を有し、信頼性、独立性、コストの妥当性と評価

書の納品スケジュールなどを総合的に勘案して優位性が認め



59 

SOSiLA春日部 

SOSiLA川越 

SOSiLA西淀川Ⅰ 

北港油槽所（底地） 

南港乗下船ヤード（土

地） 

業務等 られたため。 

 

（３）その他利益相反の可能性のある取引 

該当事項はありません。 

 

（４）ＩＲに関する活動状況  

以下の基本方針に基づき、開示及びＩＲ活動を行います。 

① ＩＲの基本方針 

資産運用会社における本投資法人の適時開示に関する情報開示担当部門は、リートマネジメント部とし、リートマネジメント部長を情報開示責任者とします。資産運用

会社の情報開示責任者及び情報開示担当部門は、投資家の投資判断に重要な影響を与える事実や決算情報等を適切に把握及び管理し、投資家の投資判断に重要な影響を与

える情報については、正確かつ公平な情報開示を適時かつ適切に行うものとします。 

② 適時開示 

資産運用会社の役職員は、本投資法人及び資産運用会社に関わる重要な経営情報及び資産運用に関する情報（開示すべき事項かどうかの判断が難しい場合も含みます。）

について、当該情報の判明後、所管部室長に当該情報の確認を求め、直ちに、所管部室長経由で情報開示責任者に対して報告し、情報の集約を行います。 

情報開示責任者は、当該報告を受けた情報に関する開示の要否について、必要に応じてコンプライアンス室長と協議の上速やかに検討し、開示の要否を決定します。情

報開示責任者は、当該決定内容を各部室長に報告します。 

上記手続の結果、開示することとされた情報については、情報開示担当部門がその開示内容を検討し、開示資料を作成します。その際に、情報開示が本投資法人、資産

運用会社又は役職員その他の関係者の守秘義務に違反するものではないかを確認します。また、上場リート事業部の役職員その他開示内容を把握している部署の役職員は、

情報開示担当部門の要請に応じ、開示資料の作成に協力します。 

③ ＩＲ活動 

ⅰ. 投資法人のホームページによる情報提供 

ⅱ. 各種説明会（決算説明会等） 

・アナリスト、国内機関投資家、レンダー向け決算説明会・東証、ARES、証券会社等主催のイベントを通じた個人投資家向けセミナーや説明会 

ⅲ. 投資家向け決算説明ＩＲ等 

・国内機関投資家及び海外機関投資家を対象に個別ミーティングを中心とした決算ＩＲ 
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・レンダー、債券投資家を対象とした個別ミーティング、スモールミーティング 

ⅳ. 各種メディアへの対応（雑誌、新聞、Web等） 

 

④ ＩＲ手段の概要 

投資主構成等（属性別保有比率、属性別投資主数、売買高等）を踏まえ、ＩＲターゲットにあわせたＩＲ手段を設定します。 

 

（５）有価証券上場規程第 1205条第 1項第 2号 cに定める適時開示に係る助言契約の有無 

該当事項はありません。ただし、主幹事証券会社より推薦書が提出されています。 

 

（６）反社会的勢力排除に向けた体制整備 

資産運用会社は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、必要な事項を定め、資産運用会社の健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力の金融商品取引及び金融商品市

場からの排除を図り、もって金融商品取引業及び宅地建物取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、反社会的勢力との関係遮断に関する規程を制

定しています。当該規程に基づき、資産運用会社において、反社会的勢力との関係遮断に関する体制整備及び反社会的勢力との対応を統括する部署（以下「反社会的勢力

対応部署」といいます。）はコンプライアンス室とし、統括責任者はコンプライアンス室長とする旨、反社会的勢力対応部署は、反社会的勢力に関する情報を積極的に収

集・分析するとともに、当該情報の収集・分析等に際しては、自主規制機関等から提供された情報を適切に活用する旨を定めています。また、当該規程において、資産運

用会社は、役職員に対し、反社会的勢力への対応要領及び反社会的勢力に関する情報の管理等について、社内研修を実施するなど、役職員の啓発に努めるものとすること

とされています。 

この他にも、資産運用会社は、反社会的勢力との一切の関わりを排除すべく、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言し、また、犯罪による収益の移転防止に関する

法律並びに同法施行令及び同法施行規則に基づく顧客の取引時確認、取引記録の保存及び疑わしい取引の届出の実施等に関する取扱基準を整備することを目的として、取

引時確認及び疑わしい取引の届出の取扱基準に関する規程を制定するなど、反社会的勢力排除に向けた体制整備に努めています。 

 

 

以 上 


